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１ ぐんま快疎化リーディングプランの策定にあたって 

 

（１）策定の趣旨 

 ぐんま快疎化リーディングプラン（以下、「本プラン」という。）は、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号。以下、「法」という。）第７条

の規定に基づき策定する過疎地域持続的発展方針です。 

 「快疎」とは、開放的で人口が密でない疎である空間「開疎」に、他にはない価値が加

わり、空間的にも精神的にもより安定した快適な状況のことで、新・群馬県総合計画「ビ

ジョン」でも、県全体でその実現を目指すこととしています。 

 群馬県内の過疎地域は、特に「疎」な空間や再生可能エネルギーを含む豊かな資源の自

立分散が可能な土壌、個性的で圧倒的な魅力のある自然・歴史・文化などが備わっており、

県内の他の地域と比べても「快疎」との親和性が高く、群馬県の快疎化のフロントランナ

ーになり得る地域です。 

 条件不利性の着実な克服を図りつつ、こうした群馬県内の過疎地域の特性を活かし、群

馬県の快疎化をリードし、地域の持続的発展を図るため、ここに本プランを策定するもの

です。 

 なお、本プランの策定にあたっては、法第９条に基づいて県が実施する過疎対策事業の

計画を定めた過疎地域持続的発展計画と一体的に策定するものとし、その内容は別紙のと

おりとします。 

 

 

（２）対象地域 

 本プランは、過疎地域及び特定市町村を対象地域とします。 

 

 過疎地域とは、法第２条第１項又は第３条第１項若しくは第２項の規定による要件を満

たし、第２条第２項の規定により公示された団体です。本県では、令和７年４月１日現在、

次の 13 市町村（４市６町３村）が公示されています。（図－１） 

 

 ①桐生市（旧桐生市、旧黒保根村の区域） 

 ②沼田市（旧利根村の区域） 

③渋川市（旧赤城村、旧小野上村、旧伊香保町の区域） 

 ④みどり市（旧大間々町、旧（勢）東村の区域） 

 ⑤神流町 

 ⑥下仁田町 
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 ⑦南牧村 

 ⑧中之条町 

⑨長野原町 

⑩高山村 

 ⑪東吾妻町 

 ⑫片品村 

 ⑬みなかみ町 

 

 特定市町村とは、法附則第５条又は附則第７条に規定する特定市町村として、過疎地域

の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令（令和３年政令第 137 号）附則第３条第１

項の規定により公示された団体です。本県では、令和７年４月１日現在、次の４市村（２

市２村）が公示されています。（図－１） 

 

①高崎市（旧倉渕村の区域） 

②藤岡市（旧鬼石町の区域） 

③上野村 

④嬬恋村 

 

 なお、本プランにおいては、特別な記載がない限り、「過疎地域」という文言には特定

市町村も含めるものとします。 

 

 

（３）対象期間 

 令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間とします。 
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２ 基本的な事項               

 

（１）群馬県の過疎地域の現状と課題 

① 過疎地域の状況 

本県の過疎地域は、主として北部、南西部及び東部の山間地域に位置する農山村で、

豊かな自然環境と地域資源に恵まれています。 

また、多彩な農産物をはじめとする食料や首都圏の水瓶と称される豊富な水資源を都

市部へ供給する重要な役割を果たしています。さらに首都圏からの好アクセスや快疎な

空間などの可能性にあふれた地域でもあります。 

一方で、現状は、進行する少子高齢化や人口減少の影響で、様々な地域課題が深刻化・

複雑化しています。住民生活や地域を守っていくためにも、持続可能な地域づくりが必

要です。 

本県の過疎地域に指定されている市町村の面積は 4,021.47k ㎡で、県の総面積

（6,362.28k ㎡：令和７年全国都道府県市区町村別面積調）に占める割合は 63.2％であ

り、人口は 212,339 人で、県の総人口（1,939,110 人：令和２年国勢調査）に占める割

合は 11.0％です。人口密度は 53 人／k ㎡と県平均（305 人／k ㎡）と比較して著しく低

く、開放的な疎空間を有しています。また、林野率は 87％となっており、豊かな自然環

境に恵まれた地域です。（表－１、２） 

また、本県の過疎地域に指定されている市町村の多くは山村振興法、豪雪地帯対策特

別措置法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する

法律（以下「特定農山村法」といいます。）に基づく地域指定を受けています。 

 

② 人口動向 

昭和 30 年代以降の日本経済の高度成長は、農山村を中心とする地方の人口を急激に

大都市圏へ吸引する結果をもたらし、農山漁村の「過疎問題」と都市部の「過密問題」

の要因となりました。 

本県全体では、工業の集積により就業の場の拡大が進んだため、昭和 35 年から平成

16 年まで人口増加の状況が続いていました。 

過疎地域においては、雇用の機会を求める若年層を中心に、県内都市部あるいは県外

への人口流出が続いています。（表－３、４） 

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、今後は、日本全体で人口が減少

していく中で、高齢者人口も含めて更に過疎地域の人口減少が進行すると予測されてい

ます。（表－５） 
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1)人口の推移 

国勢調査によると、本県の人口動向は昭和 55 年の 1,848,562 人から令和２年には、

1,939,110 人と 40 年間で 4.9％増加しましたが、平成 16 年 7 月の 2,035,477 人（平成

16 年群馬県移動人口調査）をピークに、その後は減少に転じています。 

一方、過疎地域の人口は、昭和 55 年には 335,419 人、平成７年には 303,987 人でした

が、令和２年では 212,339 人と、昭和 55 年から令和２年の 40 年間で 36.7％、平成７年

から令和２年の 25 年間で 30.1％減少しました。（表－３） 

 

2)過疎市町村別人口の推移 

過疎市町村別の人口動向をみると、昭和 55 年から令和２年までの 40 年間での減少率

が 40％以上の市町村が 11 市町村あり、そのうち６市町村では 50％を超えています。平

成 22 年から令和２年までの 10 年間の傾向では、依然として 20％以上の減少を続けてい

る市町村が 10 市町村、減少率が 15％以上 20％未満の市町村が６市町村あります。 

特に、県南西部の町村や平成の大合併で市部と合併した旧町村部において、依然とし

て強い人口減少傾向を示しています。（表－３） 

 

3)年齢階層別人口の推移 

過疎地域の若年者人口（15 歳～29 歳）は、平成７年には 54,344 人でしたが、令和２

年には 23,479 人となり 56.8％減少しました。若年者比率は、若年層の流出や少子化に

より、10 市町村で 10％を下回っており、特に県南西部の過疎地域で顕著に低い状況とな

っています。 

過疎地域の高齢者人口（65 歳以上）は、平成７年には 61,886 人でしたが、令和２年

には 84,122 人と 1.3 倍以上に増加しました。高齢者比率は、過疎地域全体で 39.6％（県

平均 29.7％）と、概ね３人に１人が高齢者という状況になっており、16 町村で 40％を

超えています。（表－１、表－４） 

 

③ 財政力の状況 

全部過疎市町村及び特定市町村のうち市町村の全域が指定されている 11 団体の財政

力指数（令和４～６年度の平均値）の平均値は、県全体の 0.57 に対して、0.35 と低く

なっています。財政力指数が 0.2 未満は２町村、0.2 以上 0.3 未満は３町村、0.3 以上

0.4 未満は３町、0.4 以上 0.5 未満は１町村です。（表－１） 

 

④ 市町村合併の進展 

市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第６号、平成 16 年法律第 59 号）に
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基づき、平成 15 年以降、いわゆる平成の合併が推進されてきました。本県では、法に基

づき過疎地域及び特定市町村に該当する区域がある 17 市町村のうち、10 市町村が周辺

市町村との合併を行っています。市町村合併は、市町村の行財政基盤を強化する有効な

手段の一つですが、合併後において周辺部となった各地域が衰退しないようきめ細かな

行政サービスの提供が求められています。 

 

⑤ 新しい人の流れと地域とのつながり 

近年では、人々の価値観の変化やライフスタイルの多様化に伴い、都市とは別の豊か

さを求めて、ＵＩＪターンにより農山村に移住・定住する例が全国的に増えてきていま

す。特に県内の過疎地域は、首都圏からの好アクセスや移住コーディネーター等のサポ

ート体制を背景に、移住者や地域おこし協力隊員が増加しています。また、移住者以外

でも、様々な形で継続的に地域に関わる「関係人口」と呼ばれる人達が増えており、過

疎地域における地域づくりの新たな担い手として期待されています。 

こうした流れは、新型コロナウイルス感染症を契機に更に加速しており、転職なき移

住や二地域居住、テレワーク、ワーケーションなど新しいライフスタイルや働き方も広

がっています。 

また、ＮＰＯや地域住民をはじめ、大学や高校などとの連携による地域課題の解決に

向けた動きや、地域文化の継承活動を通じた地域活性化、デジタル技術を活用した都市

住民との新しい形での交流といった明るい兆しも見受けられるようになっています。 

一方、移住者や地域おこし協力隊員の住居や働く場所の確保などは、依然課題として

残っています。 

 

⑥ 産業 

過疎地域では、基幹産業である農林業の衰退により、労働力の他地域、他産業への流

出、農林業の担い手の不足による森林・農地の荒廃が顕在化しています。人口減少や不

利な立地条件から雇用の場が限られ、収入を得る手段が限られている現状があります。 

農業は、地形的制約から零細経営が多く、農家戸数は年々減少し続け、経営面積や農

業粗生産額も低水準に留まっています。農業従事者の高齢化や後継者不足による荒廃農

地の増加も懸念されています。さらに近年は、野生鳥獣による農作物への被害が大きな

課題となっています。一方、地域特性を活かして創意工夫を凝らした地場産品も開発さ

れてきています。今後は、新規就農者の受入れ等を進めて担い手を確保すると共に、農

作物の高付加価値化を進めていく必要があります。 

林業は、長引く木材価格の低迷や林業生産活動の停滞により、依然として厳しい状況

にあります。林業の担い手不足により、森林の適正な管理が行われず、荒廃した森林も
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増加しています。今後は、林業の競争力を強化していくとともに、森林の新たな価値の

創出を図っていく必要があります。 

商業は、人口の流出に伴う購買力の低下や後継者難による商店数の減少により、地域

内商店の経営は厳しい状況にあります。また、工業は小規模事業所が多く、十分な雇用

の確保が難しくなっています。一方で、移住者や若者を中心に新しいビジネスや飲食店

等を始める事例も増えてきています。また、過疎市町村がデジタル地域通貨を導入し、

地域経済循環や EC（エレクトロコマース：電子商取引）の普及に取り組む事例も見られ

ます。 

観光・レクリエーションは、過疎地域の基幹産業の一つとして、地域の活力創出や経

済の支えとなっています。今後は、心や身体を癒やす「リトリート」など、新たなニー

ズに対応した観光スタイルを創出・普及させていくことが求められます。自然資源や温

泉、農村文化など、地域の特色を活かしながら、滞在型・体験型の観光を推進し、持続

可能で魅力ある観光地づくりを目指していく必要があります。 

 

⑦ 生活基盤及び生活環境等 

過疎地域における公共施設の整備は、国や県の様々な財政支援のもとに、過疎対策事

業が積極的かつ効果的に実施された結果として、非過疎地域との格差は改善されつつあ

りますが、その整備水準は総じて低い状況にあります。 

市町村道は、令和４年度における全部過疎地域の整備状況が改良率 39.6％（県平均

50.8％）、舗装率 57.7％（県平均 71.4％）と、県全体に比べると依然としてその水準は

低くなっています。（市町村の管理道路の現況：道路管理課） 

病院や診療所の整備水準も低い状況です。県内には無医地区が３地区、準無医地区が

５地区存在しており、これらの地域では常勤の医師が不在で、容易に医療を受けること

ができない状況となっています。（令和４年度無医地区調査） 

公共交通では、路線バスの不採算路線からの撤退が続き、自動車を利用できる人と利

用できない人でモビリティ（人々の移動の容易性・移動し易さ）の格差が生じており、

買物や通院といった日常生活において大きな問題となっています。 

教育では、児童・生徒数の減少により小中学校の統廃合が進み、遠距離通学となる地

域も増えてきています。また、地域に誇りを持つ子ども達を育てるため、地域の良さや

魅力を体感できる教育の必要性が高まっています。 

子育てでは、地域の実情に応じた子育て支援施策の推進や医療費の無償化等に取り組

んでいますが、今後も安心して出産・育児ができる環境の整備や全ての子どもが健やか

に成長することができる地域づくりの推進等のきめ細やかな対策が必要です。 
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⑧ 集落 

過疎地域では、地形的な制約の中、長い年月を経て今日の基礎的な生活単位である集

落を形成してきました。これら集落の多くは小規模で山間地に位置しており、中心集落

を核とした日常生活圏を作り上げていましたが、近年は自動車の普及により日常生活圏

が拡大しています。 

また、過疎地域における集落は、単なる住民生活の基本的な単位であるばかりではな

く、農林産業をはじめ生産を補完する生産補完機能、日常生活を相互扶助する生活扶助

機能、農地や山林をはじめ地域資源を維持保全する資源管理機能、伝統芸能や文化を継

承する文化継承機能を担ってきました。 

しかし、過疎地域の多くの集落では、今後、更なる人口減少と高齢化の進行によって、

集落が担ってきた生産補完機能、生活扶助機能、資源管理機能、文化継承機能といった

集落機能の維持が困難となる状況が予想されます。また、空き家の増加や地区役員のな

り手不足等の地域課題も深刻化してきています。 

今後は、人口減少による行政サービスの低下も予想されることから、生活に必要な機

能等を無理のない形で集約しつつ、生活の質を高める「集落の縮充」なども意識しなが

ら、官民共創により持続的に地域課題を解決していくことが必要です。 

 

⑨ 過疎対策の成果 

過疎地域対策緊急措置法(S45)、過疎地域振興特別措置法(S55)、過疎地域活性化特別

措置法(H２)、過疎地域自立促進特別措置法（H12）と続いたこれまでの過疎対策では、

道路交通網、上下水道の整備や公営住宅の建設をはじめ、医療、福祉、教育施設の充実

といった施策が総合的、計画的に講じられてきました。過疎地域と都市部との生活条件

の格差是正に努め、この間の対策によって過疎地域と都市部との地域間格差は縮小しま

した。こうして、過疎地域住民の生活基盤を中心にハード整備が進められた結果、過疎

地域の生活環境は一定の改善がみられています。 

本県の過疎市町村では、道路・下水処理施設の整備や公営住宅の建設といった若者の

定住に向けた生活環境の整備や、高齢化の進行に伴う高齢者福祉施設の整備に重点が置

かれてきました。一方で、個性ある魅力的な地域づくりを目指して、都市との交流事業

や地域のイメージアップのためのイベントの開催といったソフト事業への積極的な取組

が行われてきました。とりわけ地域間交流は、過疎地域の活力を取り戻すきっかけとな

り、現に山村都市交流が積極的に行われた地域では、観光を主体とした新たな地域産業

を創設する施策が行われ、過疎から脱却した自治体もあります。 

また県では、農業の振興を図るための基盤整備、県道の整備や市町村道及び農林道の

代行事業、河川改修事業や県代行による公共下水道整備事業といった生活環境の整備、
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医科・歯科医師の巡回診療を実施してきました。さらに、ぐんま暮らしの推進や地域お

こし協力隊の活用促進など、過疎地域の担い手の確保にも積極的に取り組んでいます。 

 

 

（２）群馬県の過疎地域の価値と役割 

  本県の過疎地域は、膨大な需要のある首都圏へ、水資源や農畜産物をはじめとする食

料、木質バイオマスや水力といった再生可能エネルギー、薪炭、木材などを供給する役

割を果たしてきました。特に群馬の水資源については、「首都圏の水がめ」と称されて

おり、首都圏の人々の安定的な暮らしに大きく貢献してきたところです。また、電力、

木材などの資源を都市部に供給することにより、都市部の発展にも寄与しています。 

 

  これらの資源の源となる農地や森林といった自然環境は、先人達の多大な努力に加え、

過疎地域の人々が生活や事業を営むことによって、適切に維持・管理されてきました。

過疎地域が有する多くの山林は、「緑のダム」として水源かん養機能を有しており、特

に近年、激甚化が指摘されている水害や土砂災害等の防災・減災を図る上で大きな役割

を担っています。さらに、二酸化炭素の吸収・固定によるカーボンニュートラルへの貢

献や生物多様性の損失を食い止め、回復させるネイチャーポジティブの実現を目指して

いく上でも非常に重要な存在です。 

 

  このように、群馬県の過疎地域は、多様な資源の供給や自然環境の保全、災害防止等

の多面的な役割を担っており、国土の安定的な保全や社会の発展に寄与してきました。 

  

    また、近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩や新型コロナウイルス感染症は、社会の

あり方を急速に変化させており、これまでの東京一極集中型の社会から、自立分散型の

社会への転換が進んでいくことが想定されます。こうしたトレンドの中、過疎地域の開

疎な空間の価値が高まっています。特に本県の過疎地域には、首都圏からの好アクセス

に加え、開放的でゆとりある快適な生活空間があります。こうした「開疎」で、身体的

にも精神的にもちょうどよい距離感が保たれている「ソーシャル・グッド・ディスタン

ス」がある空間は、アフターコロナの社会においても大きな価値となります。さらに、

適度な疎空間は言い換えれば、「余白・関わりしろ」に満ちている空間でもあり、密集・

集積・飽和状態の都市部には見いだせない可能性を実現できる場になり得ます。 

    

  過疎地域は、先人達が厳しい自然環境の中で生きていくための知恵と工夫を重ねて生

活を営んできた場所であるとともに、長い歴史の中で育まれてきた生活様式・伝統芸能、
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食文化、風土・景観等が息づいている場所です。 

  これら豊かな多様性は、過疎地域で生活する人々にとってのアイデンティティーや幸

福な暮らしにつながっているとともに、都市部の人々にとっては豊かな学びの場や人間

らしさを実感できる場でもあります。 

 

  現代社会で失われつつある「人と人のつながり」や「生きる喜び」、「歴史や文化を

感じながら送る生活」、「自然とともに快適に暮らす」といった人間にとって極めて素

朴な「しあわせ」を実感できることは過疎地域の大きな価値であると言えます。 

 

  日本の国土に占める森林の割合は約７割となっていますが、群馬県の県土に占める森

林の割合も約７割となっています。いわば、日本列島の縮図とも言える本県から過疎地

域の持続可能性と幸福度の向上を目指して、過疎地域の果たすべき役割を再評価し、持

てる地域の特性や価値を最大限に発揮できる地域づくりを進めていきます。 

 

 

（３）群馬県の過疎地域が目指す将来像  

    本プランでは、次のとおり過疎地域が目指す将来像を設定し、そこからバックキャス

ティングで取り組むことで、プランの実効性を高めていきます。 

 

◎自然とともに快適に暮らし、都市にはない価値を生み出す「先進的な快疎社会」の実現 

 

  過疎地域には、豊かな自然に起因する食料、水資源、景観、再生可能エネルギー等が

あります。これらの自然の恩恵を受けつつ、快疎な空間の中で、伝統や文化、歴史、人

とのつながりを感じながら「快適」で「人間らしく」、「よく生きる」社会を、群馬県

の過疎地域が目指す将来像とします。 

  過疎地域は、都市部にはない自給自足の基盤や開疎な空間などを有しているほか、Ｓ

ＤＧｓが掲げる持続可能性、多様性に対する高い親和性があります。そこにデジタル技

術を組み込み、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進することで、都市の

利便性や娯楽性に対抗し得る先進的で魅力的な社会を目指し、群馬県の快疎化をリード

していきます。 

 

  さらに、具体的な将来像として、次の３つの将来像を掲げます。 

  一つ目は、「持続可能な自立分散型の地域社会の構築」です。 

  感染症や災害等の社会的リスクが増しているなか、地域の持続可能性を高めることが



 - 11 - 

必要です。過疎地域が持つ資源の自給自足の基盤という強みを活かしつつ、一方で外部

の力も上手く活かし、互いに共生しながら持続可能な過疎地域を目指していきます。 

 

   二つ目は、「過疎地域の有する可能性や価値を活かした内発的な発展」です。 

  過疎地域には首都圏からの好アクセスや多様な地域資源、豊かな自然、美しい景観、

伝統芸能、歴史・文化等の価値に加え、昔ながらの田園風景や古民家、人と人とのつな

がり等、都市部にはない価値があります。こうした過疎地域の可能性や価値を活かし、

産業の振興や移住・交流・関係人口の増加等の内発的な発展に取り組んでいきます。 

 

  三つ目は、「誰一人取り残さない住民の快適で幸福な暮らし」です。 

  幸福度の向上は、群馬県全体としても非常に重要なテーマです。国籍・性別・出自・

年齢・障がいの有無等に関わらず、誰一人取り残さずに、住民一人一人が「この地域に

住んで良かった」と幸福を実感できる居心地の良い地域を目指していきます。 

 

 

（４）過疎地域の持続的発展に向けた基本的な視点 

本県の過疎地域の将来像や目標を実現するため、県総合計画、山村振興基本方針、そ

の他地域振興立法に基づく諸計画との整合性を保ちながら、 

 

 

 Ⅰ ＳＤＧｓへの取組とＤＸ推進 

 Ⅱ 経済的基盤の確立と集落機能の自立 

 Ⅲ 官民共創コミュニティの立ち上げ 

 

 

という３つの基本的な視点から積極的かつ実効性ある施策を推進します。 

 

 Ⅰ ＳＤＧｓへの取組とＤＸ推進  

  本県の過疎地域には、多様性豊かな食、生活、芸能、文化、風土等があり、かつ、自

然環境や再生可能エネルギーに恵まれており、ＳＤＧｓが掲げる「持続可能性」や「多

様性」といった理念と高い親和性があります。ＳＤＧｓの 17 の目標と 169 のターゲット

をそれぞれの地域に落とし込み、目標達成に向けて取り組むことで、地域の豊かさや持

続可能性の向上が図られ、目指すべき将来像に近づくことが出来ます。 

  また、過疎地域では多くの地域課題を抱える一方で、「疎な空間」に起因するスモー
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ルメリットといったＤＸに適した土壌が整っていることから、ＤＸを積極的に推進して

いきます。 

   Ⅱ 経済的基盤の確立と集落機能の自立  

  経済的基盤とは、過疎地域で生活していく上で必要不可欠な雇用・収入・住まいであ

り、これを確立するためには、地産地消や地域の価値を活かした産業振興により地域の

稼ぐ力を高めることが重要となります。また、集落機能とは、農地・山林の管理や、芸

能・文化の継承、清掃活動や収穫などの共同作業、更には移住者のケアといった受入体

制やモノ・コトの自給・生産など、それぞれの地域に応じて幅広く様々な機能がありま

す。 

  この集落機能を確保するためには、必要最低限のマンパワーが必要であり、これは経

済的な基盤を背景に移住者や関係人口、地元定住者などで確保していく必要があります。

その上で、地域の組織化や集落のネットワーク化、地域ビジネスの活性化を図り、集落

機能を強化します。そして、これらの取組を通じて、共助の持続化や地域内でのモノ・

コトの自給を図ります。地域内でモノ・コトが手に入る環境が整うことで、地産地消や

地域の自立につながっていきます。 

  この地域の循環を生みだしていくためには、地域住民の参画が欠かせません。シビッ

クプライドを育み、一人一人が地域に愛着を持ち、自分ゴトとして、地域の循環に寄与

したり、地域貢献を行うマインドを醸成していきます。 

 

 Ⅲ 官民共創コミュニティの立ち上げ  

  複雑化・深刻化する地域課題を持続的に解決し、かつ、地域の価値を活かした内発的

な発展を図るためには、民間企業やＮＰＯ、大学、関係人口等の多様な主体との共創が

不可欠です。過疎地域の資源や土壌に、様々な主体が持つ技術や知見を融合し、さらに

デジタル技術も活用しながら地域課題を解決する施策に取り組んでいきます。 

  官民共創を実効性ある取組として進めていくためには、地域の将来像を明確にし、そ

れに沿う人材やパートナーを招き入れていくことが重要です。過疎地域には地域課題が

多くありますが、それをむしろ官民共創で取り組む領域が大きく、様々な可能性を含ん

でいる強みとして生かすことにより、多様な主体を惹きつける地域を目指していきます。 

 

（５）広域的な経済社会生活圏の整備の計画等との関連 

日常の生活圏が広域化する中で、様々な面で市町村の区域を超えた広域連携の取組が

行われており、過疎対策を効率的かつ円滑に実施する上でも、近隣都市を含む周辺市町

村や広域連合との連携といった広域的な視点が求められます。 

過疎地域の持続的発展にあたっては、県総合計画をはじめ広域的な調整の上で策定し
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た計画における過疎地域の位置づけ及び機能分担を踏まえ、これら計画に基づく事業と

過疎地域持続的発展計画に基づく事業との整合性に配慮しつつ、推進していくものとし

ます。 
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３ 分野別施策の方向性            

 

１．移住・定住促進、地域間交流の促進、人材育成    
 

 

 

 

（１）移住・定住促進、地域間交流の促進、人材育成の方針 

少子高齢化や人口減少が進行する過疎地域においては、学校教育と地域活動の両方か

ら地域社会の維持のため地域の担い手確保や地域人材の育成が必要です。近年は、ライ

フスタイルや価値観の多様化、更には新型コロナウイルス感染症の影響により、地方に

対する関心や注目が集まっています。移住・定住の促進は地域の担い手の確保に向けた

有効な施策となっています。地域における経済的基盤や移住者の受入れ体制を整え、「ぐ

んま暮らし」の情報発信を積極的に行うことで、移住・定住を促進していきます。さら

に、ＩＣＴの進歩や新型コロナウイルス感染症の影響により、転職なき移住や二地域居

住、テレワーク、ワーケーションといった新しい働き方・ライフスタイルが広まってい

ます。こうした社会の変化を捉え、積極的に過疎地域に人の流れを呼び込み、併せて農

泊やグリーン・ツーリズム等の地域間交流を促進することで、地域の活性化につなげて

いきます。 

 また、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、縁のある

地域に持続的に関わる「関係人口」が、新しい地域の担い手として期待されています。 

 その良い例として、地域おこし協力隊は、平成 21 年の制度創設以来、本県の過疎地域

においても活用が広がり、今では地域活性化や農林業・伝統工芸等の担い手として、隊

員が各地で活躍しています。今後も、地域における受入れ体制の整備や隊員同士の横の

つながりの強化を通じて、地域おこし協力隊の活用を促進していきます。 

 こうした施策により、外部からの多様な担い手の確保を図りつつ、一方で地域におけ

る人材育成も図っていきます。住民主体の話し合いやワークショップ、研修などの機会

を積み重ね、住民一人一人が活躍できる地域づくりを目指します。 

 

（２）移住・定住の促進 

  ライフスタイルや価値観の多様化に伴い、都市部では実現できない豊かな自然の中で

の生活を希望する地方への移住志向が高まりを見せています。こうした移住希望者のニ

ーズを的確に捉え、過疎地域をはじめとする県内への移住・定住を促進するため、東京

の「ぐんま暮らし支援センター」において本県専任の相談員が移住希望者からの相談に
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ワンストップで対応します。ここでは移住相談会やセミナーの開催をはじめ、市町村と

連携して「ぐんま暮らし」の情報発信を積極的に行うことで、ＵＩＪターンを促進し、

地域の担い手の確保に努めます。 

  また、移住者にとって新たな生活や活動の拠点となる住まい確保のための空き家の情

報提供などをはじめ、地域住民の移住者への理解促進といった移住者受入れの環境整備、

市町村移住コーディネーター等の人材活用を市町村と連携して進めます。 

 さらに、豊かな自然や美しい景観、昔ながらの田園風景などの、都市部にない群馬の

価値を活かし、移住希望者に対して本県の魅力を更に高めるため、心地よい快適な生活

環境に関する情報発信に努めます。 

  

（３）ワーケーションや二地域居住の促進 

 コロナ禍でテレワークが一般化する中、個人や企業の意識にも変化が生じています。

旅行や働き方の新しいスタイルであるワーケーションへの注目が集まるとともに、都市

部の個人や企業が新たに地方へ拠点を設ける動きが加速しています。 

 こうした社会の変化は、都市部と地方の双方に拠点を持ち、どちらの拠点にも仕事・

生活の拠点を置く新たなライフスタイル「二地域居住」を可能とするものです。都心に

比較的アクセスの良い、快疎な本県の特徴を生かし、より多くの移住者を受け入れるた

め、市町村と連携して、ワーケーションや二地域居住を促進します。 

 

（４）地域おこし協力隊の活動支援と定住支援 

  地域おこし協力隊は、地方自治体が都市部からの人材を募り、一定の期間、地域で生

活し、地域住民と連協・協力して地域協力活動に従事する中でスキルを高めてもらい、

地域への定住・定着や地域活性化を図る制度です。地域の担い手として活躍するほか、

農業・林業の担い手、地場産業や伝統文化の継承、住民の生活支援、外部目線を生かし

た斬新な地域振興の取組等、過疎地域における幅広い役割が期待されています。こうし

た地域おこし協力隊の活動を支援し、任期終了後も地域へ定着できるよう、地域おこし

協力隊ＯＢＯＧから組織される「ぐんま地域おこし協力隊ネットワーク」とも連携し、

隊員のスキルアップの機会の提供や隊員同士の横のつながりの強化等に取り組んでいき

ます。 

 

（５）関係人口の創出 

 「観光」や「ビジネス」で本県を訪れたことをきっかけとして、その地域を気に入り、

何度も足を運んだり、様々な形で地域に関わる「関係人口」は、過疎地域の担い手の確

保につながるとともに、関係人口と地域住民との交流によってイノベーションや新たな
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価値の創出、地域課題の解決にもつながることが期待されています。 

 また、移住相談会への参加をきっかけとして、地域とのかかわりを深めていく中で移

住につながったという人も多数いることから、本県に興味を持ち、様々な形で本県と関

わる「関係人口」の創出を推進します。 

 関係人口の創出にあたっては、地域の魅力の情報発信や地域側の受入体制の構築に取

り組み、多様な主体を惹きつけることを目指します。 

 

（６）地域間交流の促進 

 過疎地域において、都市との交流は、地域経済の活性化、過疎地域に対する理解の促

進及び人材ネットワーク形成に資することから、積極的に促進します。 

地域間交流の促進にあたっては、豊かな自然環境や地域固有の文化といった過疎地域

の特色を生かした交流に資する施設整備や交流機会の提供を進めます。 

また、本県の過疎地域は、利根川水系の上流部に位置することから、水源かん養や国

土の保全といった過疎地域が有する公益的機能の重要性を踏まえ、上下流交流を推進し

ます。 

グリーン・ツーリズム、農泊についても、都市と農山村の共生を図る上で重要である

ことから、農家民宿の開業等に係る取組を支援します。 

さらに、地域間交流を促進するため、インターネットを活用し、交流関連情報を提供

します。 

 

（７）始動人教育、人材の育成 

 過疎地域を持続可能的に発展させていく上では、学校教育と地域活動の両面から地域

における中核となる人材（始動人）の育成が不可欠です。新たな創造に向けて最初の一

歩を踏み出すことのできる人材の育成に向けて、特色ある始動人教育に取り組んでいき

ます。 

 また、地域住民等が当事者意識を持つためには、住民主体の話し合いやワークショッ

プ、他地域・外部との交流等を通じて、地域課題に接する機会や地域の将来を考える機

会を積み重ねることが重要であり、そうした機会の創出に取り組みます。 

 こうした人材育成・教育の仕組みは、新たな群馬県の魅力になる可能性を秘めており、

更なる人材の移住・定住を促進することも期待されます。 
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２．産業の振興                    
 

 

 

 

（１）産業の振興の方針 

本県の過疎地域は、首都圏からの好アクセスや多様な地域資源、豊かな自然、伝統文

化・歴史など、多くの可能性や価値を有しており、これらを活かした内発的な経済発展

を目指していきます。また、地産地消の促進による地域経済循環やデジタル技術の活用

による産業の省力化・高付加価値化を図り、「地域の稼ぐ力」を高め、産業面で自立し

た地域を目指していきます。 

産業の振興は、安定した雇用と所得を確保し、若年層の人口流出の抑制とＵＩＪター

ンを促進する上で重要な課題です。過疎地域の基幹産業である農林業においては、食料、

木材の供給という生産面の振興とともに、国土の保全や水源のかん養、自然環境の保全

をはじめとする多面的な機能を有する農山村社会を維持発展させていく視点からの振興

も重要です。農林業を取り巻く複雑な国際情勢や産業構造の変化の中で、地域産業の活

性化を促進するため、農商工連携や６次産業化等、新たな付加価値を創出する取組を推

進します。 

過疎地域は農林業や情報通信産業、福祉産業において様々なビジネスチャンスを得る

ことができる場でもあります。テレワークの導入や地域の主体性と創意工夫による起業

の促進は、雇用機会の増大と地域経済の自立活性化を図る上での有効な手段となり得ま

す。従来からの企業立地の促進とともに、地域資源を生かした起業の支援を図ります。

また、地域に根付き地域を支えてきた生業や事業を守り、古くから伝わる技術や知識を

継承していくため、継業（事業継承）の促進を図ります。 

さらに、近年の価値観の多様化や余暇時間の増加に伴い、観光・レクリエーションに

対する需要が高まっています。優れた自然環境や文化財といった豊富な地域資源を有効

活用します。広域的ネットワーク化により相乗効果を生み出すとともに、隠れた地域資

源の掘り起こしやニューノーマルに対応する新たな地域資源の開発、整備を推進します。 

また、過疎地域において年間を通じた雇用を確保する「特定地域づくり事業協同組合

制度」がスタートしています。過疎地域において組合設立を積極的に促進し、地域の産

業を振興するとともに、雇用の場を確保していきます。 

なお、過疎地域の産業の振興にあたっては、産業振興のための諸計画との調和を図る

とともに、ハード事業だけでなく、情報提供、人材確保、整備された観光拠点や遊休施

設の有効活用や人材育成といったソフト事業を充実・強化しながら、地域の貴重な財産
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である自然環境の保全に十分留意しつつ施策を講じていくものとします。 

 

（２）農林水産業の振興 

 ① 農業の振興 

 1) 地域の特性やデジタル技術を生かした農業の推進 

収益性の高い農業を展開するために、過疎地域の恵まれた自然条件や立地条件を生か

した栽培品目やＩＣＴを活用した省力化技術等の導入を図り、付加価値の高い農産物を

振興します。また、農畜産物のブランド化に向けた取組、他産業との連携による地元農

産物を利用した加工品等の開発、国内外への販路拡大を支援します。 

 

 2) 生産基盤と生活環境の一体的整備 

地域特性を生かした効率的・効果的な農業を展開するため、ほ場、農業用用排水施設

や農道といった農業生産基盤を整備するとともに、農村の社会生活環境の改善を行い、

防災重点農業用ため池や農業集落排水施設の保全整備を総合的、計画的に実施します。 

 

 3) 新たな農業関連産業の創出 

豊かな自然環境や美しい農村景観、伝統文化をはじめとする地域資源には大きな可能

性があります。農泊やグリーン・ツーリズムの推進、観光農園・市民農園の整備により、

都市住民との交流を促進し、新たな農業関連産業を創出します。 

農作物や農産加工品の直売といった販路拡充や農業従事者と商工業者との連携による

商品開発、さらに、事業者による通信販売やインターネットを活用した情報発信の支援

等により、新たな農業関連産業の起業を促進し、複合的に過疎地域における農業の活性

化を図ります。 

 

 4) 多様な担い手の確保・育成 

不利な営農条件下にある過疎地域などにおける農業生産活動の継続に向けて、地域農

業・農村を支える多様な担い手の確保・育成を図ります。このため、地域農業者・生活

者、市町村等と連携した受入れ体制整備や各種支援施策の活用を推進します。 

また、事業化に必要な知識や技術の習得を支援することで、自ら地域の資源を活かし、

農畜産物等に新たな付加価値を与えることができる担い手を育成します。 

 

 5) 農地の確保及び有効利用 

地域の実情に応じた農地利用の最適化を推進するため、地域での話合いや協働活動を

促進します。農地中間管理事業等を活用した担い手への農地集積・集約化や、優良農地
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の整備・確保、生活環境施設の用地の創出といった生産と生活両面で調和のとれた計画

的な土地利用を確保します。また、荒廃農地の発生抑制や再生支援を図ります。 

 

 6）農業・農村の多面的機能の発揮と担い手支援 

 農業・農村は、国土保全や水源かん養、自然環境保全、景観形成といった多面的機能

を有しています。こうした機能の維持・発揮を図るため、必要なハード整備を行うとと

もに、地域における共同活動や営農の継続のための支援を行います。 

 また、地域が取り組む、水路の草刈り・泥上げや農道の路面維持といった地域資源の

保全管理を支援し、担い手の負担軽減に努めます。 

 

 ② 林業の振興  

 1) 林業生産基盤の整備 

林業の生産性、収益性の向上や森林資源を有効活用するため、低コスト林業システム

の確立に向けた高性能林業機械の導入や作業道の整備を促進します。 

また、森林環境譲与税等を活用し、林業生産の効率化と森林の適正な管理を推進しま

す。 

さらに、山村地域の生活の利便性向上や、森林の適切な管理・経営による山村地域の

活性化を図るため、林道網の総合的整備に努めます。 

 

 2) 林業従事者の確保・所得の向上 

「群馬県林業労働力の確保の促進に関する基本計画（第７期）」（令和８年４月）に

基づき、雇用の通年化、給与水準の向上、福利厚生の充実といった労働条件の改善を図

るほか、募集・採用の改善、労働安全の確保、事業の合理化・安定化に取り組むことで、

新規就労者が安心して参入できる雇用環境整備に努めます。また、木材価格の低迷や住

宅着工数の減少など、林業を取り巻く環境が変化する中で、林業従事者の所得向上を図

るため、林業の収益性を高める取組を支援します。 

さらに、地域林業の中核的担い手である森林組合の経営基盤の拡充と組織強化を図る

ため、森林組合の多様な連携、事業の拡充、職員・作業班員の確保育成を推進します。 

また、建設業からの転換や、各種ボランティア活動による森林整備への参画を積極的

に進めます。 

 

3) 県産木材や林産物の生産・流通の促進 

戦後植林された人工林は、60 年生を超えるまで成長し、本格的な伐採利用期を迎えて

いることから、県産木材の安定した供給体制の整備や木材の生産・加工・販売に至る一
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貫した流通システムの確立を図ります。 

県産木材の利用拡大は、林業や山村地域の振興をはじめ、森林整備につながることか

ら、建築物全般の新設及び改築における県産木材の積極的な利用促進に努めます。 

また、本県は全国有数のきのこ生産県ですが、産地間競争の激化による販売価格の低

迷、また食の安全に対する消費者の関心が高まるなか、消費者ニーズにあった安全で新

鮮なきのこを生産、供給できる体制の整備を促進します。 

 

 4) 森林資源の多面的活用 

本県の過疎地域の森林は、土砂災害の防止、土壌保全、洪水緩和、水資源貯留といっ

た国土の保全や水源のかん養、二酸化炭素の吸収や固定による気候変動の緩和に重要な

役割を担っています。また、保健休養や教育文化活動、レクリエーションの場としての

優れた地域資源でもあります。自然環境の保全に留意しつつ、適切な管理、整備により、

森林資源の積極的かつ有効な活用を進めます。 

さらに、木質バイオマスをはじめとする再生可能エネルギーの地域内外での利用を促

進し循環型システムの構築を目指します。 

 

 ③ 水産業の振興 

 1) 河川湖沼漁業 

釣り等の遊漁として行われている河川湖沼漁業では、漁業協同組合によるヤマメ、ア

ユ、フナの種苗放流を中心とした漁業資源の増殖と遊漁者の増加を推進します。 

また、漁業資源を食害するコクチバスなどの外来魚やカワウなどの鳥類の防除を行い、

生態系保全と在来魚種の保護並びに河川環境の保全に努めます。 

 

 2) 養殖業 

疾病対策や養魚指導により、安全・安心な養殖魚の生産を推進します。 

また、「ギンヒカリ」や「ハコスチ」、「超絶サーモンＶ３」など、群馬県産ニジマ

スの生産と消費の拡大を図ります。 

 

 ④ 鳥獣被害対策 

過疎地域では、イノシシやシカ、サル、クマといった野生鳥獣による農林業被害が、

高い水準で推移しており、また、被害範囲も中山間地域から平坦地域へと拡大傾向にあ

ります。 

野生鳥獣による農林業被害は、経済的な損失のみならず、農林業者の経営意欲の減退

や耕作放棄地の増加といった被害額以上の影響を地域に及ぼしており、深刻な状況にあ
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ります。 

このため、農林業者が安心して農林業に従事できるよう、檻やわなによる捕獲を強化

し、野生鳥獣の生息数の抑制や生息域の縮小を図り被害を軽減します。また、侵入防止

柵の設置や効果的な追い払い、農地に隣接する森林の整備といった地域の主体的な被害

対策の取組を支援します。 

さらに、ＩＣＴ等を活用した効率的な捕獲技術の実証・普及や地域対策の核となる人

材の育成、隣接する市町村や県同士の連携による広域対策に取り組み、地域住民が被害

軽減を実感できる対策を推進します。 

 

（３）地場産業の振興 

過疎地域には、文化や伝統といった地域特有の風土に育まれ、長い歴史の中で伝えら

れてきた繊維・木製品・食品関連等の各種産業があります。その主たる担い手である中

小企業等が行う新たなチャレンジを支援し、高付加価値化やブランド化を図ることで、

地域経済の活性化に繋げます。このため、特徴的な取組を行う中小企業等の認知度向上

に繋がる施策等を実施します。 

また、越境ＥＣ（エレクトロニックコマース：電子商取引）への参入促進や、関係機

関と連携した輸出支援等、国内はもとより海外を含めて、販路の拡大に努めます。 

 

（４）企業の誘致対策 

本県は、高速交通網の整備が進んだことにより、立地条件の地理的優位性が高いため、

多くの企業が立地し、産業の集積が図られています。 

本県はこれまで、自然や水、首都圏からの好アクセスといった地域の特性や資源を情

報発信し、企業誘致に取り組んできました。企業誘致による安定した雇用の場の確保は、

若者の定住やＵＩＪターンの促進に大きく寄与することから、今後も優遇措置等を積極

的に活用し、過疎地域及び周辺市町村を含めた県内全域への企業誘致を促進します。 

 

（５）起業の促進 

過疎地域においても、交通通信体系の整備やインターネットといったＩＣＴの飛躍的

進歩により、新たな企業活動の場としての条件が整いつつあることから、引き続き過疎

地域における起業の促進に努めます。 

地域の特性や歴史、民俗、ことばをはじめとする有形、無形の文化といった地域資源

を生かした様々な分野での起業を促進するにあたっては、群馬県産業支援機構が設置す

る経営総合相談窓口「ビジネスサポート BASE ぐんま“ココカラ”」の活用や、起業に関

連する補助制度等の運用により、地域の立地条件を生かした新たな産業の創出や意欲あ
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る起業者への総合的な支援を市町村と連携のうえ積極的に行います。 

また、地域おこし協力隊員が任期終了後に地域資源を活かして起業する事例も増えて

きています。今後も、各種支援制度の積極的な活用や隊員のスキルアップの機会創出な

どを通じて、地域おこし協力隊員の起業を支援していきます。 

 

（６）継業の促進 

 過疎地域においても、経営者の高齢化や、後継者不在等による廃業リスクなど、継業

（事業承継）の問題は、喫緊の課題となっていることから、事業者のもつ技術やノウハ

ウ、雇用等の維持や地域の産業・ビジネス・資源の維持・活性化のため、引き続き継業

の促進に努めます。  

継業の促進にあたっては、地域の実情や事業者の意向等をふまえながら、事業者が持

つ経営資源（技術やノウハウなど）等を移住者や多様な担い手が引継ぎ、新たな価値を

生み出しながら地域の活性化につなげていけるように、地域の関係団体のほか、身近な

支援機関（商工団体、金融機関等）や事業承継・引継ぎ支援センターをはじめとした事

業承継ネットワーク等により支援していきます。 

 

（７）地域経済の活性化 

過疎地域の地域経済は、人口の流出に伴う購買力の低下や後継者難による商店数の減

少により厳しい状況にありますが、地域社会における日常消費生活の基盤として一定水

準の機能を確保していく必要があります。 

地域住民だけを対象とするのではなく、地場産業や観光・レクリエーションの振興、

都市との交流と連携を強化し、地場産品の販売も含めて消費の拡大と地域経済の活性化

に努めます。 

また、過疎地域内でのモノ・コトの地産地消が可能となる環境の構築やＥＣ（エレク

トロコマース：電子商取引）の促進、地域通貨等の仕組みの導入を進めます。 

 

（８）観光・レクリエーション 

本県の過疎地域は、豊かな自然や文化的資源を有し、都市部からのアクセスが良い有

利な立地条件を有することから、観光客の動態や地域のニーズを捉え、忙しい日常生活

から離れ、心や身体を癒やす過ごし方であるリトリートの聖地として長期滞在観光の拠

点づくりを進めていきます。農林業との連携を図りつつ、農山村と都市との交流の場、

自然とのふれあいの場として整備していくとともに、グリーン・ツーリズムをはじめと

する体験型観光や農山村地域の中で宿泊を伴い、その滞在中に食事や体験等を楽しむ滞

在型観光の農泊を推進します。 
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新たな地域資源を発掘するとともに、地域資源を組み合わせたネットワークづくりと

いったソフト面での振興策を充実させ、多様な観光ニーズに応えられる魅力ある観光地

づくりを推進します。また、観光のデジタル化を強力に進め、新たな価値の創出に繋げ

るほか、戦略的に発信していくことが重要です。本県の強みを生かした魅力について、

更なる磨き上げを行うなど、本県への旅行需要の喚起を継続的に行っていきます。 

さらに、過疎地域と周辺地域との連携を強化し、観光宣伝、観光ルートの整備や観光

ガイドブック・情報誌の発行、SNS での情報発信といった広域的観点からの総合的・計

画的な振興に努めます。 

インバウンド誘客については、外国旅行者の受入環境整備や長期滞在のための魅力的

なコンテンツ創出に取り組み、国際競争力の高い観光地としての基礎を構築するととも

に、持続可能な観光地域作りのための基盤整備に取り組みます。 

 

（９）特定地域づくり事業協同組合の設立促進 

  過疎地域では、年間を通じた仕事の不足により、安定的な雇用機会の確保が困難とな

っており、人口流出の要因やＵＩＪターンの障害となっています。こうした中、地域内

の複数事業者の労働機会を集約したうえで、その需要に応じて人材を派遣する特定地域

づくり事業協同組合制度が令和２年に創設されました。地域の特色に合わせて様々な働

き方が可能となる制度であり、地域の担い手確保にもつながることが期待されますので、

特定地域づくり事業協同組合の設立を積極的に促進します。 

 

（10）労働力の確保 

  人口減少が進む過疎地域において、基幹産業を支える労働力の確保が課題となってい

ます。移住・定住の促進で労働力の確保を図っていくことに加え、ともに新たな価値を

創造する「仲間」として外国人を受け入れる環境整備を促進します。 
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３．情報化の促進                   
 

 

 

 

（１）情報化の促進の方針 

近年のＩＣＴの発達や新型コロナウイルス感染症の影響により、情報化の促進の必要

が高まっています。過疎地域においてもデジタルの利便性を実感できる環境の整備に努

めます。 

情報化の促進にあたっては、過疎地域の条件不利性の克服や地域課題解決、地域活性

化に向けて、様々な領域においてＤＸの推進・ＩＣＴの利活用を図ります。 

また、情報化の土台となる情報通信基盤については、過疎地域においてもあまねく整

備していくものとします。 

情報通信基盤と同様に、デジタル人材等の専門人材の育成・確保も情報化の促進に必

要です。デジタルスキルを学ぶための拠点整備や、ＩＣＴを活用した教育の実施、民間

人材の活用を通じて、過疎地域における情報化をリードしていく人材の創出を図ります。 

 

（２）ＤＸの推進・ＩＣＴの利活用 

   過疎地域において、生活環境の利便性の向上や、地域の活性化、持続可能な地域づく

りを図る上で、ＤＸの推進・ＩＣＴの利活用は有効な手段です。地域の担い手不足が深

刻化する中、少ない人口で過疎地域の条件不利性を克服し、地域経済・社会を持続的に

発展させていくため、ＩＣＴやＡＩ、ロボティクスなどの革新的な技術を、産業・保健・

医療・福祉、防災・安全といった様々な分野で積極的に活用していきます。 

    

（３）普遍的な情報通信基盤の整備  

情報通信基盤の整備については、ほとんどの地域において超高速ブロードバンドや携

帯電話による通信が可能となっています（世帯カバー率 99.9％以上）が、未整備地域の

解消を図るとともに、５Ｇ等の高速・大容量無線通信の整備も推進していきます。 

公衆無線ＬＡＮ環境については、観光及び防災の拠点における情報収集・情報発信の

ため、更なる整備を推進します。 

 

（４）デジタルクリエイティブ人材の育成 

  本県の新たな産業の柱として、「デジタル・クリエイティブ産業」の創出を目指して

います。「tsukurun」や「TUMO Gunma」の整備等を通して、デジタルクリエイティブ人
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材を育成します。 

また、学校におけるデジタルを活用した教育について、１人１台ＰＣなどのＩＣＴ機

器を地域差、個人差なく効果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を充

実させ、確かな学力を育成します。 

さらに、小中学校で実際にデジタル技術を活用した教育を行う教員のスキル向上を目

指します。 

 

（５）民間・専門人材の活用促進 

  過疎地域においては、近年の急速なデジタル技術の進化に対応するための専門人材の

不足が課題となっていることから、過疎地域内での人材育成と並行して地域外の民間企

業や専門人材を活用することで、地域の情報化を進めるとともに、過疎地域に対する理

解の促進及び人材ネットワーク形成に資することを目指します。 
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４．交通施設の整備、移動手段の確保          
 

 

 

 

（１）交通施設の整備、移動手段の確保の方針 

過疎地域における交通体系の整備は、安全・安心な住民生活の確保や産業振興をはじ

め過疎地域の持続的発展にとって重要なものであり、引き続き重点的に取り組む必要が

あります。 

道路については、物流の効率化と観光振興を支える道路ネットワークの構築や地域の

暮らしを支える道路の整備を推進します。また、災害時にも機能する強靱な道路ネット

ワークの構築を推進します。さらに、農林業の振興を図り、農山村環境の改善に資する

よう、農道、林道の整備を促進します。 

公共交通については、通勤、通学、買物、通院といった日常生活に必要不可欠なもの

であるため、市町村、交通事業者、地域住民との官民共創により地域の多様な輸送資源

を総動員して移動手段の確保に努めます。また、デジタル技術を活用した自動運転技術

等の普及促進に努めます。 

 なお、交通体系の整備、移動手段の確保にあたっては、必要なハード事業の継続に加

え、ソフト事業の充実・強化に努めます。 

 

（２）国道、県道及び市町村道の整備 

 ① 国道、県道の整備 

過疎地域における国道及び県道は、産業や観光の振興を図り、都市部との地域間連携・

交流を促進するとともに地域の暮らしを支えるための重要施設です。将来を見据えた道

路ネットワークを構築するとともに、幅員狭小、線形不良といった交通に課題のある区

間の改築について、計画的な整備を進めます。 

    また、現道の損傷、劣化を日常のパトロールや定期点検等によって把握し、計画的か

つ効果的な維持管理に努めます。 

 

 ② 市町村道の整備 

市町村道は、地域住民の日常生活に密着した生活道路です。これまでの対策により過

疎地域における整備水準は向上していますが、県内の市町村道の整備水準からすると低

い状況にあります。 

このため、過疎地域において、特に緊急かつ重要と認められ、過疎地域の持続的発展
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に資する基幹的な路線については、整備効果を見極めた上で評価・選定し、県代行事業

による整備に努めます。 

また、現道の損傷、劣化への対応については、国の技術支援制度等の活用を含め、計

画的かつ効果的な維持管理を支援します。 

 

（３）農道、林道の整備 

農業経営の合理化、生産性の向上及び農産物流通の効率化を図るとともに、農村生活

環境の改善及び定住の促進に資するため、集落、幹線道路や基幹流通施設との有機的な

連携に配慮しながら、農道の整備及び農道保全対策計画に基づく基幹的な農道の補修・

補強対策を計画的に推進します。 

林道は、多面的機能を有する森林の適切な整備及び保全を図り、効率的で安定的な林

業経営を確立するための基幹となる施設であるとともに、山村の生活環境の改善、地域

産業の振興に大きな役割を担うものであることから、民有林林道整備計画に基づき、開

設、改良を推進します。 

なお、過疎地域において、特に重要と認められる基幹的な農林道については、県代行

事業により整備を進めます。 

 

（４）移動手段の確保 

過疎地域においては、バスや中小私鉄は高齢者や学生にとって欠かせない移動手段で

あり、地域住民の日常生活に重要な役割を果たしています。 

こうしたバス路線の確保を図るため、バス事業者が運行する広域的・幹線的なバス路

線については路線維持のための必要な助成措置を講じるとともに、市町村が主体となっ

て運行するバス路線に対しても、地域の実情に応じたバス路線網の整備を支援します。 

なお、バス路線の整備や維持にあたっては、コミュニティバス、デマンドバスや乗合

タクシーなどの新たな移動手段に加え、スクールバス、福祉バスといった他の公共サー

ビスの活用も含めた効率・効果的輸送形態の確保に努め、少ない経費で地域の実情に応

じた移動手段の確保が図れるよう支援します。 

また、中小私鉄の維持存続を図るため、沿線市町村とともに輸送の安全性向上のため

の設備整備や利用促進に対し、必要な支援を行います。 

    加えて、デジタル技術等の新技術を活用した効率的で持続可能な移動手段の確保に向

けて、バス路線を確保・維持するため自動運転技術の開発の支援や普及促進を行います。 
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５．生活環境の整備                  
 

 

 

 

（１）生活環境の整備の方針  

過疎地域における生活環境の整備は、地域住民の生活条件の向上だけでなく、若者の

定住やＵＩＪターンを促進するうえで重要であることから、上水道や汚水処理施設、廃

棄物処理施設、消防防災体制について計画的かつ効率的な整備を推進します。 

特に汚水処理施設については、豊かな水を守る利根川水系の「上流社会」としての役

割と責任を担う本県過疎地域の特性から、美しく良好な環境の保全に向けて、健全な水

循環の維持・回復を図ります。汚水処理施設の効率的・効果的な整備を推進するととも

に、整備にあたっては過疎地域集落の地域特性に配慮します。 

過疎地域の特性を考慮しながら、地域住民の安全の確保や災害時の被害軽減を図るた

め、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策を講じるとともに、消防防災体制の整

備に努めます。 

また、居住水準の確保や若者の定住を促進するため、市町村の公的賃貸住宅整備や既

存公営住宅の活用の支援を行うとともに、森林・水路の保全活動や景観保全活動、経済

活動の利便性向上、地域経済循環に向けた環境整備といったソフト事業の充実・強化を

通じて生活環境の向上に努めます。 

 

（２）水道、汚水処理施設等の整備 

 ① 水道施設 

未整備地区の早期整備を進めるとともに、全世帯への普及を目標に整備を進めます。 

また、給水人口の減少、水道施設の老朽化や生活水準の向上に伴う水需要の変化に対

応するため、事業統合や施設の統廃合を伴う広域化を図ります。多種多様な広域化形態

の中から、地域の実情に応じた最適な形態の検討を行い、水道基盤強化に向けた支援を

積極的に行います。 

さらに、整備済みの施設の損傷・劣化を将来にわたり把握することにより費用対効果

の高い維持管理に努めます。 

 

 ② 汚水処理施設等 

本県過疎地域においては、地形条件や散在する集落などの地域特性を踏まえ、下水道

等の整備が非効率である区域を合併処理浄化槽による整備区域へ変更し、下水道等と合
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併処理浄化槽のベストミックスによる効率的・効果的な汚水処理施設の整備を推進しま

す。 

具体的な整備にあたっては、各市町村の策定する生活排水処理基本計画に基づき、公

共下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント、合併処理浄化槽といった各種

の方法により積極的に進めます。 

併せて、既存の単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽への転換を促進します。 

また、人口減少に対応した汚水処理施設の維持管理業務に係るコストを削減するため、

地理的状況や経済性・実現性を考慮した汚水処理施設の統廃合による「広域化」や複数

市町村による維持管理の「共同化」を推進します。 

 

 ③ 廃棄物処理施設 

し尿処理施設及びごみ処理施設については、適正な維持管理を行うとともに、５Ｒの

推進や人口減少社会の到来によるごみの減少を踏まえ、ブロック区分での処理の広域化

や施設の集約化を推進します。併せて、大規模災害時においてもこれら施設の稼働を確

保し、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理できるよう、施設の強靱化等の取組を支

援します。 

また、住民に対して５Ｒの普及啓発を図るとともに、不法投棄対策の強化等により豊

かな自然環境や生活環境の保全に努めます。 

 

（３）オール群馬での防災・減災対策 

水害対策については、気候変動の影響等による水害リスクの更なる増大により、施設

能力を超過した洪水が発生することも念頭に置いた対策を進める必要があります。その

ため、河川管理者が主体となって行う水害対策に加え、流域全体のあらゆる関係者が協

働する「流域治水」を推進します。また、河川やダムに堆積した土砂を除去することで、

本来の河川やダムの流下・貯水能力を維持・回復させます。さらに、住民の主体的な避

難行動を促すため、個人の避難行動計画である「マイ・タイムライン」の作成支援や、

ぐんま大雨時デジタル避難訓練の継続的な運用を行います。 

過疎地域においては、急峻地形で土砂災害のおそれのある箇所が多く、土砂災害から

人家等に著しい被害が生じるおそれのある区域等を保全するため、土石流やがけ崩れ、

地すべりを防止する施設の整備を計画的に推進します。また、土砂災害による「逃げ遅

れゼロ」に向けた避難行動を促進するため、小中学生の教材作成を通じた防災教育の支

援や、市町村が行う土砂災害警戒避難体制の構築などに必要となる「土砂災害警戒区域

等」の見直しを進めるとともに、住民主体の防災マップの作成や避難訓練の支援を行い

ます。 
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また、集落周辺の荒廃森林等において、治山施設の設置や森林整備を進め、水源のか

ん養、生活環境の保全を図ります。 

さらに、令和６年能登半島地震における教訓を踏まえ、大規模災害を想定した事前防

災を推進します。孤立集落の発生リスクを軽減させるため、落石対策、土砂災害対策や

橋梁の耐震化などを重点的に行うとともに、災害時の迅速な救命・救助や被災地への支

援物資輸送、経済活動の継続性を確保するため、防災拠点や物流拠点間を結ぶ道路整備

など「災害時にも機能する強靱な道路ネットワークの構築」を推進します。 

防災・減災対策を含む公共事業については、長期的な視点に立ち、計画的に実施して

いきます。 

 

（４）消防防災体制の整備 

 ① 防災体制等の整備 

災害に強い安全な地域社会を作るため、自主防災組織の活性化を推進するとともに、

自主防災組織のリーダーとなる人材の育成に努めます。 

また、災害時における要配慮者対策や孤立集落対策についても、積極的に推進します。 

市町村防災行政無線同報系については、未整備地域の解消やデジタル化の推進ととも

に、衛星通信ネットワークの適切な運用に努め、防災情報体制の充実・強化に努めます。 

さらに、整備済みの施設の損傷・劣化を将来にわたり把握することにより費用対効果

の高い維持管理に努めます。 

 

 ② 消防体制の充実 

過疎地域における消防力の充実、水利施設の確保、人材の育成・確保について広域消

防体制の拡充・強化に努めます。 

常備消防については、署所における消防設備を充実するため、消防車両の機能向上と

高度化を進めます。消防団についても、消防車両や防火水槽などの消防設備の整備を進

めるとともに、迅速な初期消火による火災の拡大防止や大規模災害に備えた団員の確保・

拡充など、地域の実情に合わせた消防体制の総合的な充実・強化に努めます。 

また、防災ヘリコプターの活用による航空消防防災体制の整備・充実を図ります。 

 

 ③ 広域救急体制の充実 

本県における広域救急体制は、県内全域をネットワークする統合型医療情報システム

の効率的運用と情報の充実により推進しており、過疎地域においてもシステム活用によ

る患者の症状に応じた病院・診療所への的確かつ迅速な輸送体制の強化に努めます。 
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（５）買い物弱者対策 

  今後高齢化が更に進行することにより、自動車依存度の高い過疎地域では、自家用車

利用が困難となり移動に制約を受ける地域住民が増加することが見込まれます。 

こうしたことから、地域の実情や住民のニーズを踏まえ、地域団体との連携も図りな

がら、買い物弱者対策を積極的に推進します。 
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６．子育て環境の確保、高齢者等の保健福祉の向上及び増進 

 

 

 

 

（１）子育て環境の確保、高齢者等の保健福祉の向上及び増進の方針 

過疎地域における子育て環境の確保については、児童福祉施設の質的充実に努めるほ

か、良好な子育て環境のソフト面の整備に努めます。 

高齢者の保健福祉の向上及び増進は、「群馬県高齢者保健福祉計画」（令和６年３月）

に基づき、地域共生社会の実現（地域包括ケアシステムの深化・推進）、自立支援・介

護予防・重度化防止の推進、共生社会の実現に向けた認知症施策の推進、多様な福祉・

介護サービス基盤の整備、災害及び感染症対策に係る体制整備、地域包括ケアシステム

を支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進により、「高齢者の誰もが安心

して生き生きと暮らせる地域共生社会づくり」を目指し、地域の実情に応じた支援体制

の整備を推進します。 

また、障害のある人が社会の一員として地域の中で自立し、積極的に社会活動に参加

して生きがいのある暮らしができるよう、「バリアフリーぐんま障害者プラン８」（令

和６年３月改定）に基づき、就労による自立の促進、障害福祉サービスや保健・医療体

制の充実、県民理解の促進といった総合的な施策の充実・強化に努めます。 

 なお、地域社会においては、福祉分野ごとの既存の公的支援制度のみでは対応が難し

い、新たな課題も顕在化してきていることから、市町村における分野を問わない包括的

な支援体制の整備を促進します。 

 過疎地域で生活する子育て世代や高齢者、障害のある人を誰一人取り残さず、一人一

人が幸福や居心地の良さを実感できる地域を目指します。 

 

（２）子育て環境の確保 

子どもの数や子どもを育てる社会環境の変化を考慮し、地域特性や多様化するニーズ

を的確に捉え、地域の実情に応じた児童福祉施設の整備及び質的向上に努めます。また、

豊かな自然環境や適度な疎といった、過疎地域の特性を活用した子育て環境を積極的に

発信していきます。 

さらに、少子化対策を積極的に進めるとともに、地域全体で子育てを支援する環境づ

くりを推進します。 
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（３）高齢者等の保健福祉の向上及び増進等 

 ① 元気高齢者の活躍支援・フレイル予防 

活力ある健康長寿社会を実現するために、高齢者が能力や経験を活かし、地域の「支

え手」として生き生きと活躍できるよう、高齢者の社会参加の機会を創出します。すべ

ての高齢者が自分に合った社会参加の機会を得られるよう支援し、「高齢者が活躍しや

すい社会」、「社会参加・社会貢献の場が充実した社会」、「働く意欲や能力を発揮で

きる社会」を目指します。 

また、健康寿命を延伸するためには、フレイル予防が重要となります。誰もが住み慣

れた地域でいつまでも健康で生活できることを目指し、県と市町村が連携してフレイル

予防に取り組み、県民の間にフレイル予防を浸透させていきます。 

 

※フレイル：加齢とともに筋力や認知機能が低下し、生活機能障害・要介護状態など

に陥りやすい状態。 

 

 ② 介護を必要とする高齢者に関する対策 

介護保険制度のもとで充実したサービス提供が行われるよう、制度の安定的な運営に

努めます。 

また、住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう、地域密着型サービスの拠

点や介護保険施設を整備するとともに、介護人材確保対策を推進します。 

 

（４）障害のある人のための対策 

  障害のある人が社会の一員として、地域における様々な活動に積極的に参加するとと

もに、地域で安心して自分らしい生き方ができる社会の実現に向け、相談支援体制の充

実、就労による自立の促進、日中活動や住まいの場の確保、県民理解の促進といった施

策を総合的に推進します。 

 

（５）包括的な支援体制の整備 

高齢化の進行や単身世帯の増加、社会的孤立などを背景に、高齢の親と無職独身の 50

代の子が同居する 8050 問題や、介護と育児に同時に直面するダブルケアの課題など、福

祉分野ごとの既存の公的支援制度のみでは対応が難しい、新たな課題も顕在化していま

す。 

 こうした複雑化・複合化した課題にも対応できるよう、市町村における分野を問わな

い包括的な支援体制の整備を促進します。 
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７．医療の確保                    
 

 

 

 

（１）医療の確保の方針 

過疎地域では、高齢者比率が高く公共交通機関も少ないため、地域住民の移動手段が

限られており、より身近な生活圏内で必要な医療が受けられる体制の整備が求められて

います。そこで、県では、過疎地域における医療確保のため、「群馬県保健医療計画」

に基づき、医療提供体制の構築を進めます。 

 

（２）医師の確保対策 

へき地診療所に勤務する医師を確保するため、県が出資する自治医科大学の卒業生を

勤務医として派遣するとともに、へき地医療支援機構において代診医の派遣やへき地医

療従事者に対する研修などの支援事業の企画・調整を行います。 

 

（３）医療提供の支援 

 へき地診療所における診療機能を向上させるため、診療機器の設備や施設といったハ

ード面の充実を支援します。 

併せて、へき地医療拠点病院による巡回診療の実施や、ドクターヘリ活用による救急

医療体制の構築といったソフト面の充実にも努めます。 

 

（４）保健師の確保及び育成 

市町村保健師の人材確保支援のため採用情報をとりまとめ、周知するとともに、市町

村保健師の資質向上のため、研修会を開催します。 

 

（５）特定診療科に係る医療確保対策 

診療科による医師の偏在を解消するため、修学研修資金により小児科や産婦人科等に

従事する意欲ある研修医等の研修や修学を支援します。さらに、へき地医療拠点病院、

二次保健医療圏の中核的病院と連携し、過疎地域における特定診療科の医療確保に努め

ます。 
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８．教育の振興                    
 

 

 

 

（１）教育の振興の方針 

過疎地域における良好な教育環境の整備と豊富な学習機会の確保は、地域での人づく

りや地域の人々のつながりを強めるうえで重要です。 

教育の振興においては、教職員の養成・確保をはじめ、過疎地域の教育条件の充実に

努めるとともに、少子化や情報化、国際化が進展する中、一人一人が豊かな心を培い、

たくましく生きる力を身に付けられるよう、地域の特色を生かしつつ、学校と地域がパ

ートナーとして連携・協働しながら社会の変化に対応した教育を推進します。 

また、地域間交流の観点からも体験学習のフィールドとして適する農山村を、都市部

の子どもたちの体験学習の受入れの場として整備・活用することに努めます。 

集会施設や図書館、スポーツ施設といった社会教育施設等については、その整備に努

めるとともに、生涯学習・社会教育のソフト面の充実やその学習情報の効果的な伝達に

努めます。 

 

（２）公立小・中学校及び県立高校の整備等教育施設の整備 

過疎地域の公立小中学校では、人口の流出により児童生徒数が減少していることから、

教育効果の維持向上を図るため、地域の実情に即した統廃合等の計画的な施設整備が進

められています。このことを踏まえて、当該地域の公立小中学校の施設設備の整備にあ

って、設置者は、通学条件が児童生徒に与える影響や、学校が単なる教育施設にとどま

らず地域住民にとって最も身近な地域拠点施設としての役割を果たしていることの実態

を十分考慮しつつ、地域住民の理解と協力を得ながら行うよう努めることとし、県は、

施設整備に係る国の財政支援制度の活用について適切な指導・助言を行います。 

   また、県立高校については、各校が、地域で担ってきた役割を踏まえ、ＩＣＴを活用

するなどして、高校教育の質の維持・向上を図りながら、より一層の特色化を推進する

とともに、再編整備に当たっては、教育の機会均等の観点に十分配慮しながら、地域や

学校関係者等との意見交換の場を設定するなどして、地元の理解を得ながら検討を進め

ます。 

 

（３）社会教育施設等の整備 

集会施設や図書館、スポーツ施設といった社会教育施設等の利活用については、広域
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的な観点から施設の相互利用やネットワーク化による有効活用をはじめ維持管理の効率

化に努めるとともに、都市住民との交流の場として活用するよう努めます。 

 

（４）地域の特色や魅力を活かした教育 

 「社会に開かれた教育課程」の実現が注目される中、すでに根付いている地域社会と

の連携・協働による教育活動を推進します。過疎地域の学校では、小規模校の特性を生

かし、児童生徒の主体性を大切にしたきめ細かい学習支援、身近にある文化や自然など

の郷土資源や地域の方々との連携を生かした学習の工夫など、過疎地域の学校ならでは

の良さを生かした教育活動の推進に努めます。そして、児童生徒が自分の郷土の良さを

知り、その価値を理解するとともに、郷土に対する愛着や誇りを感じられるよう努めま

す。 

 また、積極的に地域の方々が学校の教育活動へ関わる一方で、地域とのつながりを生

かし、多様な人々と関わりながら児童生徒が課題解決を図る活動をするなど、学校と地

域が相互にパートナーとして連携・協働する中で、地域の将来を担う人材の育成に努め

ます。 

 さらに、学校と地域における様々な活動における子どもたちと地域住民との交流を通

して、地域住民相互のつながりを一層深め、地域の活性化を推進します。 
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９．集落の整備                    

 

 

 

 

（１）集落の整備の方針 

 集落は、過疎地域において住民が生活する最も基本的な単位であるとともに、過疎地

域の地域社会の維持と県土の保全という重要な機能を果たしています。例えば、農林業

における生産活動の補完機能、日常生活における相互扶助機能、農地や山林をはじめと

する地域資源の資源管理機能、伝統芸能や文化を継承する文化継承機能などが挙げられ

ます。 

  しかし、若年層を中心とした人口流出に伴う少子高齢化の進行によって集落機能が低

下し、集落自体の維持が困難な状況が顕在化してきています。 

 過疎地域の地域社会を引き続き健全に維持・発展させていくためには、集落の地域特

性を踏まえた効率的かつ適正な生活基盤整備を進めるとともに、複数集落をネットワー

クで結ぶ集落ネットワーク圏の形成や、住民が主体となって地域課題の解決や地域活性

化に取り組む地域運営組織の構築等に組む必要があります。また、地域ビジネスやモノ・

コトの自給などを促進することで、「地域の稼ぐ力」を高め経済的基盤を確立し、外部

に過度に依存しない強い集落を目指します。 

 こうした取組を推進するため、集落支援員等の集落対策人材の活用や、集落に対する

助言やコンサル的役割を担う中間支援機能を強化していきます。また、地域住民のみな

らず、企業、ＮＰＯ、教育機関、地域団体、関係人口など多様な主体が連携し、官民共

創で持続可能な集落の構築に取り組みます。 

 さらに、集落の担い手となるようなＵＩＪターン者を受入れるための環境整備を進め

るとともに、地域おこし協力隊といった外部人材を積極的に活用することで、集落の維

持・活性化に努めます。 

 

（２）集落の維持・活性化 

  集落の小規模化、高齢化によって個々の集落では集落機能を維持することが困難であ

ることから、地域の実情を考慮した上で、より広い範囲で、住民の日常生活の要となる

基幹集落を中心に複数の集落をネットワークで結び集落間の相互補完関係を強化する

「集落ネットワーク圏」の形成を関係者の理解と合意の下に支援します。 

 集落の維持・活性化にあたっては、集落の住民が「過疎化」の問題を自らの問題とし

て考え、持続可能な地域社会を実現するために自ら行動に移すことが重要です。このた
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め、住民が自主的に取り組む集落の維持・活性化の活動を県と市町村が協力しながら積

極的に支援していきます。また、住民のシビックプライドを醸成し、地域貢献に対する

意欲や地域に対する愛着、集落の景観を美しく保つ意識等を育むよう努めていきます。 

 

（３）地域運営組織 

 複雑化・深刻化する地域課題を行政主体で持続的に解決していくことには限界があ

り、人口減少が進む中では行政サービスの低下も予想されます。そうした状況の中、県

内では地域交通の支援をＮＰＯが担ったり、地域団体が主体となって地域活性化に取り

組む事例も見受けられます。こうした地域住民が主体となり、持続的に地域課題の解決

や地域活性化に取り組む地域運営組織の構築を進め、集落機能の維持・確保や共助の持

続化を図ります。 

 また、地域運営組織が持続的に活動していくためには、自主財源や人材の確保が不可

欠であるため、県と市町村が協力しながら積極的に支援していきます。 

 

（４）集落対策人材の活用 

 地域運営組織の構築や集落ネットワーク圏の形成にあたっては、単に行政主体で進め

るのではなく、地域住民の参画の下、きめ細かく地域の現状を分析し、集落の将来像に

ついて意識共有を図りながら進めていく必要があります。地域おこし協力隊員や集落支

援員、役場の地区担当支援員等の集落対策のサポート人材を積極的に活用して取り組ん

でいきます。 

 

（５）中間支援機能の強化 

 集落が抱える課題は多岐にわたっており、地域解決に向けて取り組む中で専門的な知

識や地域づくりのノウハウが求められる場面もあります。また、集落の将来像を検討す

るにあたり、将来の人口推計や他の集落の状況、各種支援制度等の情報も必要となりま

す。こうした専門的な知識やノウハウ、情報等を助言したり、コンサル的な支援を行う

中間支援機能を強化していきます。 
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10．地域文化の振興・活用等              
 

 

 

 

（１）地域文化の振興・活用等の方針 

過疎地域に数多く残されている地域の生活に根ざした歴史や伝統文化を保存・継承す

るとともに、地域資源を生かした新たな地域文化やアートを創造することにより、文化・

芸術を通じて人々が支え合う個性豊かな地域づくりを推進します。 

また、田園回帰の潮流や新型コロナウイルス感染症の影響により、都市部の人々を中

心に地方への関心が高まっており、スポーツツーリズムの推進や、過疎地域特有の農村

風景や町並み、古民家等の新しいニーズに応じた地域資源の提供を行うことで、過疎地

域と都市部との交流を促進するとともに、シビックプライドの醸成や地域の個性豊かな

景観の保存にも努めます。 

 

（２）地域文化の振興・活用等に係る施設の整備 

美術館、博物館、文化会館といった地域文化の振興に係る様々な施設は、地域の文化

活動の拠点施設としての役割を担っていることから、施設の質的充実を図り、新たな地

域文化の発信拠点としての整備に努めます。 

また、地域住民の郷土に対する愛着心を培うとともに、都市住民の過疎地域の歴史や

民俗といった固有の文化への関心を高めるため、既存の文化施設の活用や、地域に存在

する多くの歴史的・文化的資源の計画的な整備を促進します。 

 

（３）アートによる地域活性化 

「群馬パーセントフォーアート」推進条例に基づき、様々なアート振興の取組により、

アートを触媒に新たな価値の創造や地域経済の活性化を推進します。アートの持つ様々

な力を活用して、他にはない価値を持ち、人を惹きつける求心力を持つ群馬県の実現及

び県民の幸福度の向上を図ります。 

 

（４）伝統芸能や地域文化の担い手確保 

 失われつつある地域の伝統文化を次世代に継承している団体への支援を通じ、積極的

な情報発信と交流の促進により、後継者の確保、人と人との絆の深い地域コミュニティ

を再生します。 
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（５）スポーツによる地域活性化 

過疎地域は、登山やキャンプ、ラフティング、カヌー、スキーなどのアウトドアスポ

ーツを楽しめる多彩な自然を有しています。 

 新たなアウトドアスポーツの拠点づくりや情報発信、旅行会社と連携したツアーの提

案など、交流人口の拡大や地域経済の活性化に資するスポーツツーリズムを推進します。 

 

（６）農村風景や町並み等の地域資源の提供 

 農業・農村は、水田や畑での生産活動を通じて、私たちが生きていくのに必要な食料

を供給する役割だけでなく、国土の保全や水源のかん養、自然環境の保全などの多面的

な機能を有していますが、その中の⼀つに、農村の景観を保全する役割があります。農

村では、農業が営まれることにより、田畑に育った作物と農家の家屋、その周辺の水辺

や里山が一体となって四季折々に変化を見せる美しい田園風景を形成しています。 

こうした田園風景は、長い時間をかけて人が農業を通じて自然との対話の中でつくり

あげてきたもので、グリーン・ツーリズムや農泊を通して、都市と農村の交流を促進し

ます。 

 

（７）自然や文化等を源流としたシビックプライドの醸成 

 過疎地域には、豊かな自然や資源、伝統ある文化、歴史ある風土等、多様な価値や役

割を有しています。しかしながら、過疎地域で生活する地域住民にとって、そうした価

値や役割に気付きにくい傾向があります。 

 外部との交流や地域の価値・役割を再認識する機会を創出し、住民のシビックプライ

ドを醸成することで、地域への愛着や地域貢献への意欲、幸福度の向上につながること

が期待されます。 
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11．再生可能エネルギーの利用推進           

 

 

 

 

（１）再生可能エネルギーの利用推進の方針 

 本県の豊富な資源を最大限に活用した再生可能エネルギーの導入推進は、地球温暖化対

策に貢献するだけなく過疎地域にとっても重要な意味があります。たとえば、エネルギー

の地産地消・自立分散化が進むことにより、これまでエネルギーの購入のために域外に流

出していた資金が域内で循環することで地域の持続可能性が高まります。また、エネルギ

ーの自立分散化は、災害時にも熱や電力の確保が可能になり過疎地域の住民の安全・安心

を支える基盤構築にもつながります。 

 群馬県では 2030年度における温室効果ガス排出量を 2013年度比で 50％削減する目標を

掲げるとともに、再生可能エネルギーの導入では、2035 年度に県内再生可能エネルギー比

率（※）を 80％以上とする高い目標を掲げています。目標の達成には、森林資源や水資源

など県内過疎地域の豊富な再生可能エネルギー資源の活用が不可欠であり、これらを最大

限活用した再生可能エネルギーの導入を推進していきます。 

 

※再生可能エネルギー比率：県内電力需要量に対する県内再生可能エネルギー発電量の割合 

 

（２）再生可能エネルギーの地産地消・自立分散化 

県ではこれまでもエネルギーの地産地消・自立分散化を進めるため、地域に存在する再

生可能エネルギーや未利用熱を一定規模のエリアで面的に利用するシステム（地域マイク

ログリッド）の構築に取り組んでいます。 

その結果、上野村で地域マイクログリッドの構築が進んだことから、今後はこれを上野

村モデル」として、県内の他地域への展開を図るなど、市町村と連携して地域の特性に応

じたエネルギーの地産地消と自立分散化を推進します。 
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12．多様な主体と行政の連携及び広域連携の強化     
 

 

 

 

（１）多様な主体と行政の連携 

過疎地域の持続的発展にあたっては、市町村の自主的・主体的な取組が何よりも重要

であり、これに県が協力し、国が特例措置により支援することとされています。また、

近年は、地域コミュニティ、ボランティアやＮＰＯ、企業、大学や高校などの多様な主

体が、官民共創で地域づくりに取り組むことも注目されています。 

市町村が過疎対策の中心的役割を担うこととなりますが、国、県を含めた行政の取組

だけではなく、上述の多様な主体と行政とが連携して地域の課題を共有し、一体となっ

て取り組むことが重要です。 

過疎対策の実施にあたっては、過疎地域の持続的発展の実現を目指し、多様な主体と

行政との連携を強化し、官民共創による地域づくりを推進します。 
 

（２）官民共創コミュニティによる地域課題の解決 

過疎地域が持続可能な地域として「快疎」な空間となるためには、地域の住民をはじ

め、様々なステークホルダーによる「共創」により、新たな価値の創出や地域課題の解

決を図るコミュニティが育つことが必要です。行政だけではなく、皆で作り上げる公共

により、地域は初めて持続可能なものになるのです。 

さらに、「共創」による価値の創出や課題解決の営みに加わることから得られる達成

感や、コミュニティに帰属する安心感は、住民の幸福度向上につながることでしょう。 

こうして、魅力的な官民共創コミュニティが育った地域は、地域外の人たちも惹きつ

ける求心力を持ち、地域の持続可能性を高めます。 

県では､過疎地域において地域の理想とする将来像と、そこに向かうための取組のア

イデアを地域のさまざまなステークホルダーと共創するなどの取組により、官民共創コ

ミュニティが育つよう支援していきます。 
 

（３）広域連携の強化 

過疎地域における隣接市町村は、公共交通や医療をはじめとする共通の課題を抱えて

いることから、双方が連携することにより、施設への重複投資が避けられるなど効率的

かつ効果的な対策が実施できることになります。移住相談会や観光事業等のソフト事業

でも、広域単位で実施することで事業効果を向上させることが期待されます。また、広

域圏での行政事務の共同処理も、市町村の事務負担軽減や効率的な事務実施につながる
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メリットがあります。 

過疎市町村は、産業構造の変化により日常的な生活圏や雇用の場が広がり、地域の中

心的な都市との関係が強まっていることから、中心的な都市との広域的な連携を更に強

化することにより、より効率的かつ効果的な過疎対策が可能となります。近年では、定

住自立圏を形成し、様々な領域で広域連携に取り組む事例も見受けられます。 

さらに、自治体間の連携だけでなく、地域コミュニティ、ボランティアやＮＰＯ、企

業、大学や高校などの多様な主体同士が連携して地域課題の解決に取り組むことも効果

的と考えられることから、その積極的な促進が望まれます。 

広域連携を進めていく上での圏域の捉え方についても、「流域」を社会的・経済的・

自然的条件から一つの単位として捉える考え方が広がっていることから、利根川流域や

神流川流域など、流域での共生に向けた取組も進めていきます。 

過疎対策の実施にあたっては、地域の実情を踏まえ、地域に合った広域連携を進める

とともに、その強化に努めます。 
 

（４）デジタル化の促進に向けた連携 

 県庁 32 階の官民共創スペース「ＮＥＴＳＵＧＥＮ」をハブとする県及び市町村、民間

企業等のネットワークにより、デジタル技術等の活用による地域課題の解決に向けた取

組を展開します。また、「新・群馬県総合計画（基本計画）」に掲げる各政策分野にお

いてモデル事業を実施し、県全域での自立的なＤＸを推進します。 

 さらに、市町村におけるＤＸ推進を強力に支援するため、ＩＣＴツールの情報収集か

ら調達、導入後の利活用まで含めた総合的なコンサルティングを実施します。加えて、

県情報化推進協議会等の場を活用し、県と市町村とで連携してデジタル化に向けた調査・

検討を進めるとともに、ＩＣＴツールの共同調達を行うことにより、市町村の調達事務

の負担軽減や、スケールメリットを生かしたコスト削減を図ります。 
 

（５）県からの補完的な支援 

 過疎地域の市町村では、行政の規模が小さく職員数も限られているという課題があ

り、また、限られた人員で多様かつ複雑な行政課題に対応することが求められています。 

 県は、積極的かつ協働的に過疎市町村の事務を支援するとともに、県の持つリソース

やノウハウを市町村事業へ積極的に活かしていくように努めます。 
 

（６）その他 

合併した過疎市町村については、過疎地域に住む住民の地域に対する思いや良き伝統、

更にはこれまで培われてきた取組のあり方に配慮し、それらを生かしていく仕組みを考

えることが必要です。 



 - 44 - 

４ 地域別持続的発展の方向性          

 

 本県では、13 市町村が過疎地域として、４市村が特定市町村として公示されていますが、

それぞれの地域ごとに地勢や気候をはじめ様々な違いがあるとともに、地域特性を生かし

た個性溢れるまちづくりが行われています。社会状況が変化するなか、本県の持つ限りな

い可能性を大きくはばたかせるためには、過疎地域においても本来の地域特性を発揮した

地域づくりを進め、地域の活力を高めていくことが今後ますます重要になります。 

 そこで、県が果たすべき役割を踏まえながら、市町村や多様な主体との連携のもとに各

地域が目指すべき方向性を「地域別持続的発展の方向性」として示すものです。  

 

（１）県中部地域（渋川市のうち旧赤城村、旧小野上村、旧伊香保町の区域） 

当地域は、群馬県のほぼ中央部、雄大な関東平野の始まりに位置し、赤城山、榛名山、

子持山、小野子山に抱かれ、利根川と吾妻川によって形成された谷地とともに、起伏に

富んだ地形を有しています。 

古くから交通の要衝として栄え、豊富な水資源を活かした工業や山地の開拓による農

業、伊香保温泉を始めとした観光業等を主要産業としています。 

当地域においても、人口が減少し、少子高齢化が進行する中、公共交通網、下水道、

道路等の生活環境の整備や地域経済の活性化、担い手の確保等の課題がありますが、持

続的発展に向けて、それぞれの地域の強みを活かした取組が求められます。 

 

旧赤城村の区域は、赤城山の西麓から利根川に広がり、四季折々の魅力を持ちます。

区域内にはＪＲ上越線２駅と関越自動車道赤城インターチェンジがあり、高い交通利便

性を有します。 

基幹産業である農業では、いちご等の観光農園や農産物直売所等に首都圏から多くの

観光客が訪れます。豊富な自然とあわせ「石造不動明王立像」や「瀧沢石器時代遺跡」

等の歴史資源の活用にも取り組むほか、自然や耕地の保全、計画的・効率的な施策展開

が図られてきました。 

今後も、農業生産基盤の充実や観光農業等の振興をはじめ、歴史ある地域文化の継承、

豊かな自然環境の保全と、周辺環境と調和した適切な土地利用等が求められます。 

 

旧小野上村の区域は、小野子山、十二ケ岳の南麓から子持山の西南麓に広がり、国道

353 号とＪＲ吾妻線によって吾妻郡と結ばれています。区域内には小野上駅と小野上温

泉駅があり、産業や日常生活の主要交通軸として利用されています。 

豊富な自然資源を活用した都市近郊型農業が推進され、特産品にはマイタケ、シイタケ、

リンゴ、コンニャクがあげられ、農産物の生産基盤と小野上温泉、道の駅等の交流拠点
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機能を有した地区となっています 

今後は、農林業基盤の充実による農林業の維持とともに、交流拠点機能を活かした産

業の活性化、観光基盤の再生等が求められます。 

 

旧伊香保町の区域は、榛名山の東麓に広がる豊かな自然と温泉資源に恵まれ、首都圏

の奥座敷「いで湯のまち」としての歴史を有する県内有数の観光拠点となっています。 

古くから政財界人、文人、外国人の避暑地としてにぎわい、近年では、交通網の発達

により、コロナ禍前には年間 100 万人以上の宿泊客を迎えるまでに発展しました。主要

産業がほぼ第３次産業に特化し、住民の多くが観光に関係して生活しています。 

温泉保養地として発展してきましたが、社会情勢やニーズの変化が一層進んでいるこ

とから、伊香保温泉の知名度と集客力を活かし、温泉街やそのシンボル「石段街」、「伊

香保露天風呂」等の観光拠点を更にＰＲ・活用した魅力向上等が求められます。 

 

（２）県西部地域（高崎市のうち旧倉渕村の区域） 

当地域は、榛名山の南西に位置し、林野面積が約 85％を占めており、地域のほぼ中央

には、この地域を水源とする烏川が西から東へと流れ、両側の段丘に耕地と集落が散在

する起伏の多い緑豊かな山村です。一方、古くからの基幹産業である農林業は、後継者

不足と担い手の高齢化により、厳しい状況にあります。 

当地域については、有機農法による付加価値を高めた農作物の栽培が盛んであるため、

首都圏への農産物の販売を拡大するとともに、新規就農者の移住を促進することが求め

られます。 

また、北陸新幹線「安中榛名駅」へのアクセスの良さを生かし、自然環境の保全に努

めながら、生活基盤を整備し、子育て世代の定住やＵＩＪターンを促進することも必要

です。さらに、遊休農地を利用した「クラインガルテン」や「はまゆう山荘」のほか、

平成 26 年４月にオープンした「道の駅 くらぶち小栗の里」を核とした都市住民との交

流や高崎市の市街地との連携を促進することが求められます。さらに、温泉や数多い道

祖神、2027 年の NHK 大河ドラマ「逆賊の幕臣」で主人公として描かれることが決定した

当地域ゆかりの人物・小栗上野介忠順の関連文化財といった地域資源を活用した魅力あ

る地域づくりを進めることが求められます。 

 

（３）県南西部地域（藤岡市のうち旧鬼石町の区域、上野村、神流町、下仁田町、南牧村） 

 ① 藤岡市のうち旧鬼石町の区域、上野村、神流町 

当地域は、県南西部に位置し、埼玉県、長野県と県境を接しており、東側に向かって

平坦部が開けていますが、それ以外は急峻な山岳地帯であり、林野面積が約 90％を占め
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る山村地域です。この地域には関東一の清流と言われる神流川が流れ、緑あふれる自然

環境と日本の原風景である農山村の暮らしが今なお現存する魅力ある地域です。一方、

厳しい自然条件に加え、社会経済状況の変化により基幹産業である農林業の衰退が著し

く、県内でも過疎化・高齢化が深刻な地域の一つとなっています。 

当地域については、道路交通網の整備による定住環境の確保に加え、将来にわたり都

市住民に貴重な自然と心の安らぎを提供可能な環境整備に努めるとともに、地域資源を

活用した産業振興による移住・定住の促進が求められます。 

 

旧鬼石町の区域は、神流川流域の谷口集落として発展し、県内でも有数の木材集産地

として栄えました。平成 18 年には県内で最大規模の製材工場と原木市場を併設した「県

産材センター」が稼働し、県産材の加工・流通拠点として地域の林業振興を支えるとと

もに地元の雇用にも寄与しています。また、国指定の名勝及び天然記念物である三波石

峡や冬桜が咲く桜山公園といった地域資源の魅力を更に高めようと地域住民と協働した

みかん狩り、特産品開発による観光振興のほか、国内外の若手アーティストが地域に滞

在して作品を製作するアーティスト・イン・レジデンスの取組や住民が主体となって開

催する地域の魅力を生かした地域活性化イベントにより、交流人口が拡大しています。

今後も魅力的なまちづくりを進め、移住・定住を希望する人を受入れる体制の整備が求

められます。 

 

上野村は、「過疎」という言葉が一般的に使われる以前から高度経済成長期の村人口

の激減を「人口急減病」と称して、強い危機感を持ちながら国民宿舎の開業、鍾乳洞不

二洞の開発といった観光振興を皮切りに、イノブタ生産による農業振興、上野村きのこ

センターによるしいたけ生産、木工振興、十石みそ、イノブタを代表とするブランド商

品強化、６次産業化と次々に手を打ってきました。また、雇用を創出しつつ進めた移住

者の積極的な受入れによって、Ｉターン者が村の人口の 20％を占めるまでに至り、村内

に活気をもたらしています。こうした全国に先駆けて実施してきた過疎対策の取組は高

く評価されるべきものであり、今後は、地域資源である木材を持続的に利用するエネル

ギーの地産地消を進め、地域内循環型経済による持続するコミュニティの形成が期待さ

れます。 

 

神流町は、「神流川」、「鯉のぼり」、「恐竜」、「鮎の里」、「トレイルランニン

グ」の地域イメージが確立されており、イベント開催時には多くの観光客で町内が賑わ

います。こうした地域資源を生かしたイベントの強化や地域の魅力を体験出来る農山漁

村滞在型旅行、いわゆる「農泊」による交流人口の拡大と「あわばた大豆」「神流杉・
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神流檜」をはじめとする地場産品のブランド化、神流フォレストベースを活用した森林・

林業体験及び地域資源である「恐竜」を活用した産業振興によって、移住者の受入れの

環境整備に努め、移住・定住を促進することが求められます。 

なお、「ふるさと林道湯の沢線（湯の沢トンネル）」の開通により交通アクセスが向

上した南牧・下仁田地域の観光施設と奥多野地域の豊富な地域資源を広域的なネットワ

ークで結び、奥多野周遊コースとする観光振興を進めます。また、大学や住民との連携

による世代間交流を通じた中山間地域の活性化を図り、「地域おこし協力隊」、「緑の

ふるさと協力隊」による地域活動に対する支援を強化することにより、地域への定住・

定着に向け市町村と連携して取り組みます。 

 

 ② 下仁田町、南牧村 

当地域は、県南西部に位置し、急峻な山々に囲まれた林野面積が 90％弱を占める山村

地域です。地域の基幹産業である農林業は、総人口の減少に伴い、従事者数も減少の一

途にあり、後継者不足や耕作放棄地の増加が進んでいます。また、就業の場が少ないこ

とから若年層が流出し、高齢化が一層進んでいます。特に南牧村は、平成 17 年国勢調査

以降、日本で最も高齢化の進んだ地域の一つとされています。近年では、過疎化の進行

により、地域コミュニティが衰退し集落機能が維持できず、消滅が危惧される集落も見

受けられます。さらに、地域住民の足を確保するための公共交通機関の維持も大きな課

題となっています。 

経済基盤の強化のため、当地域では、こんにゃく、下仁田ねぎ、しいたけ、炭製品と

いった地域の特産物の販売拡大を図るとともに、優良林業地域・製材業の集積地域とし

ての特性を生かし、地域材の加工・流通体制の整備を引き続き促進する必要があります。

また、平成 16 年に開通した「ふるさと林道湯の沢線（湯の沢トンネル）」によりアクセ

スが良くなった奥多野地域と引き続き連携を深め、それぞれの地域の「道の駅」を核と

した広域的な観光振興や移住相談会の実施等による移住促進の面で協力を図っていく必

要があります。これらの取組とともに、ニューノーマルのニーズを捉え、地域経済の活

性化と交流人口の増大、持続可能な自立分散型の地域社会の構築が求められます。 

 

下仁田町には、平成 26 年６月 25 日に世界文化遺産登録された「富岡製糸場と絹産業

遺産群」の構成資産の一つである「荒船風穴」を抱える拠点地域として、この保全に努

めるとともに、「日本ジオパーク」として認定された下仁田ジオパークの推進による観

光客の誘致と交流人口の増大及び地域経済の活性化が求められます。 

 

南牧村では、地域住民が構成員となって村の将来のために活動する協議会と行政が連
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携して、村内の空き家を活用した移住者の受入れに取り組んでいます。今後も移住・定

住を促進するとともに、恵まれた自然環境や地域資源を活用した地域づくりを進め、村

の担い手の確保による活気あふれる村づくりが求められます。 

なお、地域の公共交通機関である「上信電鉄」は、地域住民の重要な足を守る観点は

もとより、積極的な観光客誘致により路線の維持を図っていく必要があります。 

 

（４）県北西部地域（中之条町、長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町） 

当地域は、県北西部に位置し、豊かな自然と温泉をはじめとする豊富な地域資源に恵

まれた農山村地域です。一方で、就業の場が少なく若年層を中心とした人口の減少が深

刻な問題であり、高規格道路「上信自動車道」の早期全線開通及び生活道路・下水道と

いった生活基盤整備が最重要課題となっています。 

観光は当地域の基幹産業であり、一層の振興を図るとともに農林業との連携を深め、

地域内はもとより、渋川地域や利根・沼田地域をはじめ隣接地域との広域的な連携・機

能分担を図ることにより、地域の活性化を促進する必要があります。 

 

中之条町は、四万温泉や沢渡温泉、六合温泉郷といった数多くの温泉地のほか、赤岩

地区（重要伝統的建造物群保存地区）をはじめとする歴史資産と平成 27 年５月 28 日に

ラムサール条約湿地として登録された芳ヶ平湿地群をはじめとする貴重な自然資産を有

しており、これら地域資源を保全、活用した観光の振興が求められます。なかでも、地

域資源に文化（芸術）を融合させた現代アートの祭典「中之条ビエンナーレ」を通じて

交流人口及び関係人口の増加と地域の活性化を図っていきます。また、地域の特性を生

かした農産物や伝統工芸品の販路拡大、産地の強化、農業と観光を結びつけた新しい産

業モデルを確立し、地域の振興を図るとともに、小水力発電をはじめ「再生可能エネル

ギー」によるエネルギー地産地消の町づくりが期待されます。 

 

長野原町は八ッ場ダム建設事業に伴い、八ッ場あがつま湖や地域振興施設など多くの

観光資源が新たに誕生したことで、八ッ場ダムをはじめとしたこれらの観光資源と古く

からある浅間山麓等の豊かな自然環境を活用した観光業の推進が期待されます。また、

町の基幹産業である農業については、浅間高原の特性を活かしながら生産性を向上させ

ると共に、環境に配慮した持続可能な農業の推進を目指します。観光業や農畜産業のよ

り一層の推進を通し、町の魅力を向上させ観光人口及び交流人口の増加を図ると共に、

町内に点在する空き家を地域資源として捉え移住支援に活用することで移住人口の増加

による人口減少抑制及び若年者層の増加を図ることが求められています。 
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嬬恋村は、幹線道路網の整備により自然環境や景観が優れた長期滞在型リゾート地・

魅力ある観光地づくりが期待されます。また、高原キャベツの一大産地を維持しながら

豊かな地域資源と農林業との連携を進め、情報ネットワーク化や交流拠点施設を整備す

るとともに、都市部との交流事業により移住人口及び関係人口の増加を目指し、併せて

子育て支援を拡充して若者の定住を確保することが求められます。 

 

高山村は、道の駅「中山盆地」や県立ぐんま天文台、ロックハート城などの観光施

設と豊かな自然環境に囲まれた農村風景を有しており、これらの地域資源を活用した

地域づくりが求められます。村の基幹産業である農業については、令和４年９月にオ

ープンした「たかやま未来センター さとのわ」を中心に、6 次産業化の推進と村内外

の人との交流を促し、地域経済の活性化が期待されます。観光振興と農業の一層の推

進に取り組むとともに、若者が住みたくなるような移住定住対策に取り組むことで、

関係人口及び定住人口の増加を図る必要があります。 

 

東吾妻町は、吾妻峡や箱島湧水、岩櫃山を中心に「必ず立ち寄りたい観光地」となる

よう、計画的に観光関連施設の整備を行うとともに、都市圏との積極的な交流による効

果的・効率的な観光ネットワークを構築する必要があります。また、町の基幹産業であ

る農林業の振興、ＵＩＪターン者の就業支援等を行い、若年層・中堅層の定住促進や産

業の活性化を図り、自然環境を生かした安心して暮らせる生活環境づくりが求められま

す。 

 

（５）県北東部地域（沼田市のうち旧利根村の区域、片品村、みなかみ町） 

当地域は、尾瀬や谷川連峰をはじめとする豊かな自然環境を有し、利根川源流や吹割

の滝など、極めて恵まれた水資源を擁する地域です。「利根川水系の上流社会」として、

その保全に取り組むことで、その責任を果たしていくことが求められています。また、

温泉地やスキー場といった自然体験型の観光施設が充実していますが、近年、日帰り、

宿泊ともに、観光客数が減少傾向にあります。当地域の基幹産業であることから、観光

関係団体や住民、事業者、行政が相互に連携し、地域全体で一層の振興を図る必要があ

ります。 

  

 旧利根村の区域は、移住・定住促進のため、積極的な企業誘致や地場産業の育成等に

よる雇用の創出が求められています。また、豊かな自然環境を守る取り組みとして、林

道や作業道の整備を推進するとともに、国産材再興を視野に入れて優良材生産を継続し

て実施する必要があります。さらに、国指定天然記念物に指定されている吹割の滝や老
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神温泉などを活かした観光振興や、都市住民を巻き込んだグリーン・ツーリズムや、安

心・安全で高品質という付加価値を全面的に打ち出した農産物のブランド化が求められ

ます。 

  

 片品村は、ラムサール条約湿地に登録されている尾瀬や武尊山などの豊かな自然環境

や、パウダースノーを楽しめるスキー場を活かした観光振興に加えて、道の駅尾瀬かた

しなを核とした農産物や加工品の販売拡大を通じた「尾瀬」ブランドの強化が求められ

ます。また、自然体験や農村体験等による都市部との交流の積極的な推進による関係人

口の増加に取り組むともに、定住人口増加のため、結婚・出産・子育てへの切れ目のな

い支援を強化する必要があります。 

 

 みなかみ町は、ユネスコエコパークに登録された豊かな自然環境や、首都圏から新幹

線で６５分というアクセスの良さを活かした移住・定住促進やワーケーション誘致を行

うことで、関係人口・定住人口の増加が期待できます。また、ラフティングやグランピ

ングなどのアウトドア、水上温泉や猿ヶ京温泉等の温泉地、「たくみの里」など体験型

施設を組み合わせたエコツーリズムの推進により、自然環境の保全と観光振興の両立が

求められます。さらに、ＳＤＧｓ未来都市として、美しい自然や里地里山を核とした持

続可能なまちづくりの推進が期待されます。 

 

（６）県東部地域（桐生市のうち旧桐生市、旧黒保根村の区域、みどり市のうち旧

大間々町、旧（勢）東村の区域） 

 当地域は、赤城山東麓に広がる豊かな自然に恵まれた山村地域と織物のまちとして発

展してきた市街地からなる地域です。 

 山村地域は、古くからの基幹産業である農林業の生産性向上が容易ではなく、企業も

ほとんどが小規模です。そのため、若年層を中心として都市部へ人口が流出しており、

過疎化・高齢化が進行しています。また、市街地においても人口の自然減及び社会減が

進行しており、今後も一層の人口減少が危惧されています。 

 当地域については、農林業や地場産業の振興とともに、これらの産業と観光の結び付

きを強め、域内への移住・定住を促進するため、道路や観光施設、住宅、農林業生産基

盤の整備を推進する必要があります。 

 

 旧桐生市の区域では、歴史的な背景を持つ繊維産業や、北関東を中心に集積されてい

る自動車産業を背景とした輸送機器関連の産業が盛んとなっていますが、繊維産業につ

いては、安価な海外製品の流入などにより、出荷額等の減少傾向が続いています。 
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 繊維産業に係る独特の歴史、都市部と山間地が近接した自然豊かで「快疎」な環境な

ど地域の資源を生かした地域振興や観光振興について、産学官民が連携しながら各種産

業の振興に取り組むことで、地域の活力や持続性の向上を図る必要があります。 

 

 旧黒保根村の区域では、地域の基幹産業である農林業の基盤整備を進め、遊休農地の

活用や地形や気候にあった新たな農産物の導入により農業の振興を図る必要がありま

す。また、民間事業者が運営するリゾート施設を核として、観光の周遊性向上と長期滞

在化を促す取組が進んでおり、交流人口の拡大につながることが期待されます。さらに、

小中学校では、黒保根地域にゆかりのある「西町インターナショナルスクール」（東京

都港区）との交流が古くからあり、英語教育の充実により、地域外通学者や定住者の増

加を図ることはもとより国際人としての感覚を持った人材を育成していく必要がありま

す。 

 

旧大間々町の区域は、あかがね街道の宿場町として古くから栄えた地域で、ながめ余

興場や高津戸峡など豊かな観光資源が存在しており、観光資源を活かしたまちづくりに

より、多くの人が大間々地域を訪れることで、まちに活力が生まれることが望まれます。 

そこで、観光施設の整備などによる既存の観光資源の魅力向上や、交通手段の充実に

よる周遊性の向上により、多様な観光客のニーズに応えることによって、交流人口の増

加を図る必要があります。 

 

 旧勢多郡東村の区域では、渡良瀬川沿いの美しい渓谷や山々といった豊かな自然と草

木湖や富弘美術館といった観光拠点があるほか、みどり市による新たな滞在型宿泊施設

の整備も進められるなど、水源地域として森と緑豊かな魅力ある地域となっています。

こうした豊かな自然を維持していくため、引き続き地域の農林業の振興を図るとともに、

これら自然を生かした観光・交流事業と、観光共生型のまちづくりを進め、交流人口や

関係人口の拡大による地域への移住・定住を促進することが求められます。 

 

 なお、地域住民にとって大切な公共交通機関である「わたらせ渓谷鐵道」、「上毛電

気鉄道」、「東武鉄道」は、当地域最大の地域資源でもあり、輸送の安全性向上のため

の施設整備に対する支援や、鉄道の利用促進の支援・協力を行うほか、利用者の利便性

の向上を図るため、駅舎や周辺の環境整備を進める必要があります。 

 さらに、北関東自動車道を効率的かつ効果的に活用するための道路整備を推進し、都

市との交流や観光施設への交通アクセスの向上を図る必要があります。 
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図－１ 過疎地域及び特定市町村 
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表－１ 過疎地域市町村等の人口、面積、財政状況等 
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表－２ 過疎地域の土地利用状況 
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表－３ 過疎地域市町村等の人口推移 
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表－４ 過疎地域等の年齢階層別人口の推移 

 

 

 

 

表－５ 過疎地域等の年齢階層別人口の推計 

 

 

 

 


